
2019 年 8 月 26日 

 

投資法人みらいとさくら総合リート投資法人との間の吸収合併に係る 

投資信託及び投資法人に関する法律第 149 条の 6 第１項に規定する備置書類 

 

東京都千代田区西神田三丁目２番 1 号 

投資法人みらい 

執行役員 菅沼 通夫 

 

投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。）は、さくら総合リート投資法人との間で、2019 年８

月５日付合併契約書（以下「本合併契約」といいます。）を締結し、2019 年 11 月１日を合併の効力が生ず

る日（以下「効力発生日」といいます。）として、合併（以下「本合併」といいます。）を行うことと致しま

したので、以下のとおり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第 149 条の

6 並びに、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（以下「投信法施行規則」といいます。）第 194 条

に定める事項を記載した書面を備え置きます。 

 

 

1. 吸収合併契約の内容（投信法第 149 条の６第 1 項柱書） 

別紙 1 記載のとおりです。 

 

2.  吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に替わ

る当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総

額並びに吸収合併消滅法人の投資主に対する吸収合併存続法人の投資口の割当てに関する事項につい

ての定めの相当性に関する事項(投信法施行規則第 194 条第 1 号) 

(1) 吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口

に代わる吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び吸収合併消滅法人の投

資主に対する吸収合併存続法人の投資口の割当てに関する事項についての定めの相当性に関す

る事項 

(i) さくら総合リート投資法人の投資口１口に割り当てられる本投資法人の投資口の口数又は

金銭の額 

① 新投資口の割当て 

 本投資法人は、本合併の効力発生日の前日のさくら総合リート投資法人の最終の投

資主名簿に記載又は記録された投資主（本投資法人、さくら総合リート投資法人及び

投信法第149条の３の規定に基づきその有する投資口の買取りを請求したさくら総合

リート投資法人の投資主を除きます。以下「割当対象投資主」といいます｡）に対し

て、その所有するさくら総合リート投資法人の投資口の合計数に1.67を乗じた数の投

資口を新たに発行し、割当対象投資主に対して、その有するさくら総合リート投資法

人の投資口１口につき、本投資法人の投資口1.67口の割合をもって、割当交付します。



なお、割当対象投資主に対して交付しなければならない本投資法人の投資口の口数に

１口未満の端数があるときは、法律の規定に基づきこれを市場において行う取引によ

り売却し、売却により得られた代金を、端数の生じた投資主に対し、その端数に応じ

て交付します。 

 
本投資法人 

（吸収合併存続法人） 

さくら総合リート 

投資法人 

（吸収合併消滅法人） 

合併に係る割当ての内容 １ 1.67 

② 合併交付金の交付 

 上記の投資口の他、本投資法人は、本合併の効力発生日の前日に終了するさくら総

合リート投資法人の最終営業期間に係るさくら総合リート投資法人の投資主に対す

る金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主に対して、最終営業期間に係る金銭

の分配額見合いの合併交付金 （本合併の効力発生日の前日におけるさくら総合リー

ト投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の前日におけるさくら総合リ

ート投資法人の発行済投資口数から割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口

数を控除した口数で除した金額（１円未満切捨て））を、本合併の効力発生日後、合

理的な期間内に支払う予定です。 

 

(ii) 算定の基礎及び経緯 

 本合併に用いられる合併比率の算定にあたって、公正性を期すため、本投資法人は三菱

UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社（以下「三菱UFJ モルガン・スタンレー証券」と

いいます。）を、さくら総合リート投資法人はSMBC日興証券株式会社（以下「SMBC日興

証券」といいます。）を、それぞれ本合併のための財務アドバイザーとして選定し、合併比

率の算定を依頼しました。 

   

（三菱UFJ モルガン・スタンレー証券） 

 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券は、本投資法人及びさくら総合リート投資法人のそ

れぞれについて、本投資法人及びさくら総合リート投資法人の投資口が東京証券取引所に上

場していることから、証券市場にて形成される投資口価格に基づく評価分析手法としての投

資口価格法、本投資法人及びさくら総合リート投資法人と事業類似性を有する他の上場投資

法人の投資口価値に基づく評価分析手法としての類似投資法人比較法、本投資法人及びさく

ら総合リート投資法人の中長期的な将来の事業活動に基づく本源的な投資口価値の評価分

析手法としてのDCF法並びに本投資法人及びさくら総合リート投資法人の保有資産の時価

を反映した静的な投資口価値の評価分析手法としての時価純資産法に基づく分析結果を総

合的に勘案して合併比率の分析を行いました。三菱UFJモルガン・スタンレー証券による算

定結果の概要は、以下のとおりです。 

 

評価手法 本投資法人 
さくら総合リート 

投資法人 

投資口価格法 １ 1.63～1.89 

類似投資法人比較法 １ 1.52～1.89 



DCF 法 １ 1.54～1.75 

時価純資産法 １ 2.05 

 なお、投資口価格法につきましては、最近における本投資法人及びさくら総合リート投資

法人の投資口の市場取引状況を勘案の上、2019年８月２日を基準日として、算定基準日から

遡る１か月、３か月、６か月までの各期間の投資口価格終値をもとに分析しています。三菱

UFJモルガン・スタンレー証券の分析の前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細につい

ては、（注１）の記載をご参照ください。 

三菱UFJモルガン・スタンレー証券がDCF法の前提とした本投資法人及びさくら総合リート

投資法人の将来の利益計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度はありません。 

 

（SMBC日興証券） 

 SMBC日興証券は、両投資法人の財務情報並びに本合併の諸条件を分析した上で、両投資

法人について、両投資法人の投資口がともに東京証券取引所に上場しており、市場投資口価

格が存在することから市場投資口価格法を、両投資法人ともに比較可能な上場投資法人が複

数存在し、類似投資法人比較による投資口価値の類推が可能であることから類似投資法人比

較法を、両投資法人の投資主が将来享受する見込みの分配金に基づいて投資口価値の評価分

析手法としての配当割引モデル法（以下「DDM法」といいます。）を、また、両投資法人

の保有不動産の時価を算定に反映させる目的から修正純資産法を採用して算定を行いまし

た。 

 なお、以下の合併比率の算定レンジは、さくら総合リート投資法人の投資口１口に対して、

割り当てる本投資法人の投資口数の算定レンジを記載したものです。なお、市場投資口価格

法では、2019年８月２日（以下「算定基準日」といいます。）を基準として、算定基準日か

ら遡る１か月間、３か月間及び６か月間の投資口価格終値の単純平均値を採用しました。

SMBC日興証券の分析の前提条件・免責事項に関する補足説明の詳細については、（注２）

の記載をご参照ください。 

 SMBC日興証券がDDM法の前提とした両投資法人の将来の利益計画において、大幅な増

減益が見込まれている事業年度はありません。 

評価手法 本投資法人 
さくら総合リート 

投資法人 

市場投資口価格法 １ 1.71～1.78 

類似上場投資法人比較法 １ 1.31～2.02 

DDM 法 １ 1.24～2.58 

修正純資産法 １ 2.06 

（注１） 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券は、上記合併比率の分析を行うに際し、本投資法

人及びさくら総合リート投資法人から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等

をそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであること

を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。ま

た、本投資法人及びさくら総合リート投資法人の資産又は負債（簿外資産及び負債、

その他偶発債務を含みます。）について、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、

第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、本投資法人及びさ



くら総合リート投資法人の財務予測に関する情報については、現時点で得られる最善

の予測と判断を反映するものとして、本投資法人及びさくら総合リート投資法人の経

営陣により合理的に作成されたものであることを前提としております。三菱 UFJ モル

ガン・スタンレー証券による上記合併比率の分析は、2019 年８月２日現在の上記情報

等に基づくものです。 

三菱UFJ モルガン・スタンレー証券の分析は、本投資法人の役員会における本合併

の検討に資する目的のためにのみ行われたものであり、他のいかなる目的のためにも、

また他のいかなる者によっても依拠又は使用することはできません。また本投資法人、

さくら総合リート投資法人の投資主が本合併又はその他の事項に関しどのように議決

権を行使するべきかに関し何らかの意見表明や推奨を行うものではありません。 

（注２） SMBC 日興証券は、両投資法人の資産及び負債に関して、SMBC 日興証券による独自

の評価若しくは査定、又は公認会計士その他の専門家を交えた精査を行っていません。

また、SMBC 日興証券は、両投資法人の資産又は負債に関する第三者からの独立した

評価等を受領していません。一方で、SMBC日興証券は、合併比率の分析の実施に当

たり参照可能な両投資法人及び他投資法人の財務情報、市場データ及びアナリスト・

レポート等の一般に公開されている情報、並びに財務、経済及び市場に関する指標等

を用いています。SMBC日興証券は、両投資法人の合併比率の算定に重大な影響を与

える可能性のある未開示の情報は存在しないことを前提としています。また、SMBC

日興証券が実施した合併比率の分析は、その分析に当たり SMBC 日興証券が使用した

各種情報及び資料が正確かつ完全であること及び当該情報・資料に含まれる両投資法

人の将来の事業計画や財務予測が両投資法人の現時点における最善の予測と判断に基

づき合理的に作成されていることを前提として、当該情報及び資料の正確性、妥当性

及び実現可能性等につき SMBC 日興証券による独自の調査・検証等を行うことなく作

成されています。 

 

 本投資法人及びさくら総合リート投資法人は、それぞれの財務実績や資産・負債の状況、

今後の事業の見通し、本合併によるメリット、本投資法人及びさくら総合リート投資法人の

財務アドバイザーである三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券がそれぞれ

行った財務分析の結果等の要因を総合的に勘案し、協議・交渉を慎重に重ねた結果、上記合

併比率が妥当であると判断し、本合併契約を締結しました。 

 なお、ライオンパートナーズによる投資主総会招集請求及びスターアジアグループによる

スターアジア不動産投資法人との合併に向けた提案、本投資法人との合併に係る基本合意の

公表等を受けてさくら総合リート投資法人の投資口価格が大幅に上昇していること等を踏

まえ、投資口価格の比較については慎重に協議・検討を行い、さくら総合リート投資法人の

投資主が本合併後に受けることが予想される１口当たりの分配金が本合併前に比べ10％超

増加する見込みであること、また、資産規模の拡大、強力なスポンサー・サポート体制その

他の本合併のメリットを通じて中長期的に期待できるシナジー等も勘案し、独立した当事者

である両投資法人間で真摯に交渉を行った上で、上記の合併比率が妥当であるとの判断に至



っています。上記合併比率を勘案したさくら総合リート投資法人の理論上の投資口価格

94,856円（注１）は、本投資法人との合併を検討している旨を公表した2019年７月４日より

前の１か月間、３か月間及び６か月間の投資口価格終値平均に対してそれぞれ3.8％、5.6％、

9.0％のプレミアムを付した水準（注２）であり、スターアジアが上記の合併に向けた提案

の公表を行った2019年５月10日から同年７月３日までの各日における投資口価格終値のい

ずれよりも高い水準となっています。 

（注１） 本投資法人の 2019 年８月２日の投資口価格終値に合併比率を乗じて算出した価格で

す。 

（注２） それぞれ 2019 年６月４日から 2019 年７月３日、2019 年４月４日から 2019 年７月３

日、2019 年１月４日から 2019 年７月３日までの各日終値の単純平均を用いて算出し

ています。 

 

 本投資法人及びさくら総合リート投資法人が本合併契約の締結にあたり公正性を担保す

るために講じた措置は以下のとおりです。 

① 合併の是非及び合併比率の検討過程における公正性担保措置 

 本合併の検討過程において、両投資法人はそれぞれ執行役員１名及び投信法上資産

運用会社からの独立性が担保されている監督役員２名により構成される各投資法人

の役員会に対して、検討状況を適時に報告するとともに、重要な検討事項については

各投資法人の役員会での審議・承認を経ています。なお、さくら総合リート投資法人

の執行役員村中誠は、本合併の相手方である本投資法人及びその関係者との間で特別

の利害関係を有しておりませんが、同人の解任を求めるスターアジアグループの提案

と相反する提案を実施することになることに鑑み、中立性を担保する観点から、当該

役員会の審議及び決議には参加していません。 

 また、本投資法人は柴田・鈴木・中田法律事務所を、さくら総合リート投資法人は

長島・大野・常松法律事務所を、それぞれ本合併のためのリーガル・アドバイザーと

して選任し、それぞれ本合併の手続及び意思決定の方法・過程等について助言を受け

ています。 

② 合併比率の算定における公正性担保措置 

 上記に記載のとおり、本投資法人及びさくら総合リート投資法人は、それぞれの財

務アドバイザーに合併比率に関する財務分析を依頼し、その財務分析の結果等の要因

を総合的に勘案して合併比率を決定しました。 

 本投資法人は、本合併の公正性を担保するために、本投資法人の投資主のために独

立第三者の算定機関である三菱UFJモルガン・スタンレー証券を選定し、財務的見地

から本合併の割当の内容に関して、一定の前提条件のもとで分析を行った合併比率算

定書を取得しています。以上のことから、本投資法人の役員会は、本合併に関する公

正性を担保するための措置を十分に講じているものと判断しています。 

 さくら総合リート投資法人は、本合併の公正性を担保するために、さくら総合リー

ト投資法人の投資主のために独立第三者の算定機関であるSMBC日興証券を選定し、

財務的見地から本合併の割当の内容に関して、一定の前提条件のもとで分析を行った

合併比率算定書を取得しています。以上のことから、さくら総合リート投資法人の役

員会は、本合併に関する公正性を担保するための措置を十分に講じているものと判断

しています。なお、さくら総合リート投資法人の執行役員村中誠は、本合併の相手方



である本投資法人及びその関係者との間で特別の利害関係を有しておりませんが、同

人の解任を求めるスターアジアグループの提案と相反する提案を実施することにな

ることに鑑み、中立性を担保する観点から、当該役員会の判断には関与していません。 

 なお、本投資法人及びさくら総合リート投資法人は、各財務アドバイザーから合併

比率が両投資法人の投資主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書（いわゆる

フェアネス・オピニオン）を取得しているものではありません。 

 

(iii) 算定機関との関係 

 三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券は、いずれも、本投資法人及びさ

くら総合リートの投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を

含みます。）第67条第４項に定める関連当事者には該当せず、本合併に関して記載すべき重

要な利害関係を有しません。 

 

 

(2) 吸収合併存続法人の出資総額に関する事項についての定めの相当性に関する事項 

(i) 出資総額 ：０円 

(ii) 出資剰余金：投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含み

ます。）第22条第１項に定める投資主資本等変動額から上記①に定める額を減じて得た額 

 

3. 吸収合併消滅法人に関する事項(投信法施行規則第 194 条第 2 号) 

(1) 最終営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書の内容 

 別紙２記載のとおりです。 

 

(2) 最終営業期間の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の投資法人の財産の状況に

重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

① 資産の取得 

 さくら総合リート投資法人は、2019年５月24日付で、以下の資産の取得に係る信託受益

権売買契約を締結し、2019年６月３日付で当該資産を取得しました。 

物件名称 THE PORTAL AKIHABARA（ポータル秋葉原） 

所在地 東京都千代田区東神田２丁目 10 番９号 

契約締結日 2019 年５月 24 日 

取得価格（百万円）

（注） 
1,500 百万円 

取得日 2019 年６月３日 

取得先 サンフロンティア不動産株式会社 

（注）「取得価格」には、取得資産に係る信託受益権売買契約に記載された信託受益権の売

買代金（取得経費、消費税及び地方消費税は含みません。）を記載しています。 

② 資金の借入れ 

 さくら総合リート投資法人は、2019年６月３日付で、上記①記載の資産の取得資金及び付

随費用の一部に充当するため、下記のとおり借入れを行いました。 



借入先 
株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 

（注２） 

借入額 16 億円 

利率（注１） 0.76853％（注３） 

変動・固定の区別 固定 

借入実行日 2019 年６月３日 

返済期日 2022 年５月 31 日 

借入方法 
上記借入先を貸付人とする 2019 年５月 30 日締結の個別

貸付契約に基づく借入れ 

返済方法 期限一括返済 

担保 無担保・無保証 

（注１）「利率」には、借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 

（注２）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社新生

銀行及び株式会社あおぞら銀行により組成されます。 

（注３）利払い日は、2019 年８月末日を初回とし、その後は３ヶ月毎月末日及び返済期日

（同日が営業日でない場合は、翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の

営業日とします。）です。 

③ 少数投資主による投資主総会招集請求等 

 さくら総合リート投資法人は、2019年５月10日付で、さくら総合リート投資法人の少数

投資主であるライオンパートナーズ合同会社よりさくら総合リート投資法人執行役員村中

誠解任の件等を投資主総会の目的事項とするさくら総合リート投資法人の投資主総会の招

集請求を受けました。2019年５月16日付で、ライオンパートナーズ合同会社により関東財

務局に対してさくら総合リート投資法人の臨時投資主総会招集許可申立てがなされ、同年６

月28日付で関東財務局より投資主総会招集許可決定が出されています。 

 投資主総会招集許可決定の内容は以下のとおりです。 

 

記 

 申立人が、下記の件を投資主総会の目的である事項とし、令和元年９月30日までの日を投

資主総会の会日とするさくら総合リート投資法人の投資主総会を招集することを許可する。 

・執行役員村中誠解任の件 

・執行役員杉原亨選任の件 

・さくら不動産投資顧問株式会社との資産運用委託契約解約の件 

・スターアジア投資顧問株式会社との資産運用委託契約締結の件 

 

 ライオンパートナーズ合同会社は、投資主総会招集許可決定を受け、2019年６月29日付

で、2019年８月30日に投資主総会を開催する旨の投資主総会開催公告を行っています。 

 また、さくら総合リート投資法人の少数投資主であるGALAXY JREIT PTY LIMITED は、



2019年７月４日付で、さくら総合リート投資法人執行役員及びライオンパートナーズ合同

会社に対し、ライオンパートナーズ合同会社が招集する投資主総会において、以下の議案に

係る議案の要領及び提案理由を招集通知に記載する旨の請求を行っています。 

・執行役員萩野保選任の件 

・三井物産・イデラパートナーズ株式会社との資産運用委託契約締結の件 

④ 本合併契約の締結 

 さくら総合リート投資法人は、2019年８月５日付で、本投資法人を吸収合併存続法人、さ

くら総合リート投資法人を吸収合併消滅法人とし、2019年11月１日を効力発生日とする合

併契約を締結しました。 

 

4. 吸収合併存続法人に関する事項(投信法施行規則第 194 条第 3 号) 

(1) 吸収合併存続法人において最終営業期間の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

の投資法人の財産状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

① 投資口の分割 

 2019年４月30日を分割の基準日とし、2019年５月1日を効力発生日として、投資口１口に

つき４口の割合による投資口の分割を行いました。 

 

分割の目的 

 投資口の分割によって投資口の単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより

投資しやすい環境を整備し、さらなる投資家層の拡大を図ることを目的としています。 

 

分割の方法 

 2019年４月30日を基準日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主

の所有する本投資法人の投資口を、１口につき４口の割合をもって分割しました。 

 

 分割により増加した投資口数 

投資口分割前の発行済投資口数： 395,410 口 

今回の分割により増加した投資口数： 1,186,230 口 

投資口分割後の発行済投資口数： 1,581,640 口 

投資口分割後の発行可能投資口総口数： 20,000,000 口 

② 資産の譲渡 

 本投資法人は、2019年６月21日付で、以下の資産の譲渡に係る信託受益権売買契約を締

結し、2019年４月期末（2019年４月30日）後、当該資産を譲渡済み及び譲渡する予定です。 

 

物件名称 MIUMIU 神戸 

所在地 兵庫県神戸市中央区明石町 18 番１ 

契約締結日 2019 年６月 21 日 

譲渡予定価格 

（百万円） 

（注１） 

合計 8,500 

①2,465 

（準共有持分

②2,805 

（準共有持分

③3,230 

（準共有持分



29%） 33%） 38%） 

譲渡日及び 

譲渡予定日（注２） 

2019 年 

６月 28 日 

2019 年 

11 月 29 日 

2020 年 

６月 30 日 

譲渡先 Green Map 合同会社 

損益に及ぼす影響 営業収益とし

て不動産等売

却益を 2019 年

10 月期に 360

百万円計上す

る予定です。 

営業収益とし

て不動産等売

却益を 2020 年

４月期に 415

百万円計上す

る予定です。 

営業収益とし

て不動産等売

却益を 2020 年

10 月期に 481

百万円計上す

る予定です。 

（注１） 譲渡資産及び譲渡予定資産に関し、売買契約書に記載された譲渡資産及び譲渡

予定資産の売買代金額を記載しています。なお、売買代金額には、消費税及び地

方消費税並びに譲渡に要する諸費用は含まず、百万円未満を切り捨てて記載し

ています。 

（注２）譲渡資産及び譲渡予定資産に係る売買契約書に記載された譲渡日及び譲渡予定日

を記載しています。３分割での譲渡を予定しており、第２回譲渡予定日及び第３

回譲渡予定日については、本投資法人における法的倒産手続等の開始等の一定

の事由が発生した場合には、本投資法人及び譲渡先の間の協議による合意に基

づいて、譲渡先が合理的に指定した日に変更されることがあります。 

③ 投資主総会 

 本投資法人は、2019年７月24日開催の第４回投資主総会において、①本投資法人がこれ

まで投資対象としていた海外の不動産等を投資対象から除外し、本投資法人の投資対象を日

本国内の不動産等とする旨、②日付を和暦から西暦表記に変更することを目的とする規約変

更を行い、また、執行役員１名、監督役員２名（いずれも再任）及び補欠執行役員１名の選

任を行っています。 

④ 本合併契約の締結 

 本投資法人は、2019年８月５日付で、本投資法人を吸収合併存続法人、さくら総合リート

投資法人を吸収合併消滅法人とし、2019年11月１日を効力発生日とする合併契約を締結し

ました。 

 

5.  吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続法人の債務（投信法第 149 条の 9 において準用

する投信法第 149 条の 4 第 1 項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対

して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項(投信法施行規則第 194 条第 4 号) 

本投資法人及びさくら総合リート投資法人の最終の貸借対照表における資産、負債及び純資産の額は

それぞれ下表のとおりであり、いずれも資産の額が負債の額を十分に上回っており、かつ、合併の効力

発生日までに資産の額及び負債の額に重大な変動は生じない見込みです。 

 

 



 資産の額 負債の額 純資産の額 

本投資法人 

（2019年４月30日） 
152,493,331千円 81,639,030千円 70,854,300千円 

さくら総合リート投資法人 

（2019年６月30日現在） 
63,389,808千円 33,249,189千円 30,140,619千円 

また、本合併後の本投資法人及びさくら総合リート投資法人の収益状況について、本合併後の本投資

法人の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ、予想されていません。 

以上より、本合併の効力発生日以後における本投資法人の債務については、履行の見込みがあると判

断しております。 

 

本書面備置開始日後、上記の事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を記載した書面を速やか

に備え置くことと致します。 

 

以 上 

  



別紙 1 

合 併 契 約 書（写） 

 

 投資法人みらい（以下「甲」という。）とさくら総合リート投資法人（以下「乙」という。）は、甲と乙の

合併（以下「本合併」という。）に関し、以下のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第 1 条（合併の方法） 

甲及び乙は、甲を吸収合併存続法人とし、乙を吸収合併消滅法人として、投資信託及び投資法人に関す

る法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。以下「投信法」という。）第 147 条に基づく吸

収合併を行う。 

 

第 2 条（合併当事法人の商号及び住所） 

吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の商号及び住所は、以下のとおりである。 

(1) 吸収合併存続法人の商号及び住所 

商号：投資法人みらい 

住所：東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 

(2) 吸収合併消滅法人の商号及び住所 

商号：さくら総合リート投資法人 

住所：東京都千代田区九段南三丁目 8 番 11 号 

 

第 3 条（本合併に際して交付する甲の投資口の口数の算定方法及びその割当てに関する事項） 

1. 甲は、本合併に際して、本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）の前日の乙の最

終の投資主名簿に記載又は記録された投資主（甲、乙及び投信法第 149 条の 3 の規定に基づきその有

する投資口の買取りを請求した乙の投資主（当該買取請求を撤回した投資主を除く。）を除く。以下「割

当対象投資主」という。）の有する乙の投資口の合計数に 1.67 を乗じた数の甲の投資口を新たに発行

し、割当対象投資主に対して、その所有する乙の投資口 1 口につき、甲の投資口 1.67 口の割合をもっ

て、割当交付する。 

2. 前項の場合において、割当対象投資主に対して交付しなければならない甲の投資口の口数に 1 口に満

たない端数があるときは、甲は投信法第 149 条の 17 の規定に従って、その端数を処理するものとす

る。 

 

第 4 条（吸収合併存続法人の出資総額に関する事項） 

本合併に際して増加すべき甲の出資総額及び出資剰余金の額は、以下のとおりとする。ただし、甲及び

乙は、効力発生日の前日における甲及び乙の財産状態を考慮して協議し合意の上、これを変更すること



ができる。 

(1) 出資総額 ： 0 円 

(2) 出資剰余金： 投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号、その後の改正を

含む。）第 22 条第 1 項に定める投資主資本等変動額から前号に定める額を減

じて得た額 

 

第 5 条（効力発生日） 

効力発生日は、2019 年 11 月 1 日とする。ただし、甲及び乙は、本合併の手続上の必要が生じた場合そ

の他の事由により効力発生日の変更が必要となった場合には、甲乙間で協議し合意の上、効力発生日を

変更することができる。 

 

第 6 条（吸収合併契約等承認投資主総会） 

1. 甲は、2019 年 9 月 10 日又は甲及び乙が別途合意するその他の日に、投資主総会を開催して、投信法

第 149 条の 7 第 1 項の規定に基づく本契約の承認その他甲及び乙が別途合意する内容の議案につい

て、承認を求める。 

2. 乙は、2019 年 8 月 30 日又は甲及び乙が別途合意するその他の日に、投資主総会を開催して、(i) 投信

法第 149 条の 2 第 1 項の規定に基づく本契約の承認、(ii) 本合併の効力発生を停止条件とし、効力発

生日付で効力を生ずる乙の資産運用会社との間の資産運用委託契約の解約、並びにその他甲及び乙が

別途合意する内容の議案について、承認を求める。 

 

第 7 条（本合併後の甲の関係法人等） 

1. 甲の商号は、本合併に際して変更せず、投資法人みらいとする。 

2. 甲の資産運用会社（投信法第 2 条第 21 項に定める資産運用会社をいう。以下同じ。）、資産保管会社

（投信法第 2 条第 22 項に定める資産保管会社をいう。以下同じ。）、一般事務受託者（投信法第 117 条

各号に定める事務の委託を受ける投信法第 2 条第 23 項に定める一般事務受託者を総称していう。以下

同じ。）及び会計監査人は、本合併に際して変更しない。ただし、甲及び乙が別途協議し合意した場合

は、この限りでない。 

3. 乙は、本合併の効力発生を停止条件として、資産運用会社との資産運用委託契約、資産保管会社との

間の資産保管委託契約、会計監査人との監査契約及び一般事務受託者との間の事務委託契約並びにそ

の他の甲及び乙が別途合意する契約を、効力発生日をもって解約する。ただし、甲及び乙が別途協議

し合意した場合は、この限りでない。 

 

第 8 条（金銭の分配） 

1. 甲は、本契約締結日以降効力発生日（同日を含まない。）までの間、甲の 2019 年 4 月 30 日の最終の投

資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2019 年 4 月 30 日に終了した

営業期間に係る総額 2,271 百万円（投資口 1 口当たり 5,745 円）の金銭の分配を除き、投資主に対す



る金銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 

2. 乙は、本契約締結日以降効力発生日（同日を含まない。）までの間、乙の 2019 年 6 月 30 日の最終の投

資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対する、2019 年 6 月 30 日に終了する

営業期間に係る決算期における分配可能利益の額を限度とする金銭の分配を除き、投資主に対する金

銭の分配及び投資主との合意による投資口の有償取得は行わないものとする。 

3. 前二項にかかわらず、効力発生日が 2019 年 11 月 1 日より後の日に変更された場合には、金銭の分配

の取扱いについて、甲乙協議し合意の上、これを決定するものとする。 

 

第 9 条（合併交付金） 

甲は、第 3 条に定める投資口のほか、効力発生日の前日に終了する乙の営業期間（以下「乙の最後の営

業期間」という。）に係る乙の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、割当対象投資主又はその保

有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その有する乙の投資口 1 口につき以下の算式により算

定される金額（1 円未満切捨て）の合併交付金を、効力発生日後、乙の最後の営業期間に係る乙の収益算

定、合併交付金支払の事務手続等を考慮して合理的な期間内に支払うものとする。 

1 口当たり合併交

付金の金額 
＝ 

効力発生日の前日における乙の分配可能利益の額 

効力発生日の前日における乙の発行済投資口の総口数 

なお、上記の算式における「効力発生日の前日における乙の発行済投資口の総口数」は、効力発生日の前

日における乙の発行済投資口の総口数から割当対象投資主以外の乙の投資主が保有する投資口数を控除

した口数とする。 

 

第 10 条（法人財産の承継） 

甲は、効力発生日において、効力発生日現在における乙の資産、負債及び権利義務の一切を承継する。 

 

第 11 条（誓約事項） 

1. 甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生日までの間、それぞれ善良なる管理者としての注意をもって、

本契約締結以前に行っていた方法と実質的に同一の方法かつ通常の業務遂行の方法により、自らの業

務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、また、その資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託

者又は会計監査人その他の第三者をして行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影

響を及ぼす行為（投資口の発行、物件の取得又は売却に係る契約の締結又は実行等を含むが、本契約

に定めるものを除く。）については、相手方当事者の事前の同意（当該同意は不合理に拒絶、留保又は

遅延されない。）を得た上で、これを行う。ただし、本契約に明示的に定めるもの及び本契約締結日に

おいて締結済みの契約に基づくものは、この限りでない。 

2. 甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生日までの間、本合併に伴う乙の資産、負債及び債務の甲によ

る承継のために必要となる実務上の措置を行うものとし、かかる措置を実行するため、相互の情報交

換等の必要な協力を行い、それぞれの資産運用会社をして必要な協力を行わせるものとする。 

3. 甲及び乙は、本契約締結日以降効力発生日までの間において、各々の借入等債務の履行に責任を持ち、



財務制限条項違反その他の契約違反を生じさせないものとする。 

4. 甲及び乙は、それぞれ、効力発生日までの間に、それぞれの事業若しくは財務状態又は本合併に重大

な影響を与える合理的可能性がある事象（借入れに係る契約違反、甲又は乙による法令違反及び当局

からの指摘等を含むが、これらに限られない。）を知ったときは、直ちに相手方に通知するものとする。

この場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議するものとし、かつ、当該事象を解決するよう最

大限努力する。 

 

第 12 条（本合併の効力発生の前提条件） 

甲及び乙は、効力発生日の前日において、以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就してい

ない場合、又は効力発生日の前日までに以下のいずれかの本合併の効力発生の前提条件が成就されない

ことが明らかになった場合（ただし、いずれの場合も、自ら又はその関係者の責めに帰すべき違反、瑕

疵又は問題等による場合を除く）、相手方当事者に対し効力発生日に先立ち書面により通知することによ

り、相手方当事者に対する何らの責任又は支払義務を負うことなく（ただし、解除当事者に本契約につ

いての違反がある場合の責任及び支払義務はこの限りではない。）、本契約を解除することができる。な

お、甲及び乙が、効力発生日の前日まで（同日を含む。）に解除権を行使しなかった場合には、本合併は、

効力発生日に効力を生ずるものとする。 

(1) 本合併について、米国証券法上、Form F-4 による届出手続が必要とされないことが、甲及び乙が

合理的に満足する内容及び方法において確認されていること。 

(2) 乙及び乙の資産運用会社間において、乙と乙の資産運用会社との間の資産運用委託契約を、効力

発生日付で解約することにつき、甲の合理的に満足する内容で合意されていること。 

(3) 本合併又はこれに関連して企図された事項を遂行するために必要とされる、第 7 条第 1 項及び第

2 項の甲及び乙の各投資主総会の承認その他適用法令に従った手続及び許認可等の取得が完了し

ていること。 

(4) 本契約締結日以降効力発生日までの間に返済期日が到来する乙の借入金につき、返済期日、利率、

その他の条件について甲が合理的に満足する内容による借入金によるリファイナンスが実行さ

れていること。 

(5) 甲又は乙に対して貸付けを行っている全ての金融機関から、本合併の実行及び効力発生日以降の

借入れの基本的条件（なお、金銭消費貸借契約については、本合併後に本存続投資法人において

財務制限条項違反、誓約事項違反及び期限の利益喪失事由が発生しないために必要な手当を含

む。）について承諾が得られており、かかる承諾が撤回されていないこと。 

(6) 甲及び乙が、本合併の実行について契約等により承諾を得ることを義務づけられている相手方

（前号に規定する金融機関及び本合併後の存続投資法人の運営に際し当該契約等を維持する必

要性が小さいと甲及び乙が協議の上合意するものを除く。）から、本合併の実行について承諾を得

られていること。 

(7) 甲及び乙において、契約（本契約を含む。）上の義務違反（ただし、軽微な違反を除く。）、金銭債

務（公租公課を含む。）の支払遅延（ただし、軽微なものを除く。）、期限の利益の喪失事由の発生



（時の経過若しくは通知又はその双方により期限の利益喪失事由となるものを含む。）、支払停止、

支払不能、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、その他適用ある倒産手続、事業再生 ADR 等

の私的整理手続の開始若しくは申立がないこと。 

(8) 甲及び甲の資産運用会社並びに乙において、監督官庁からの登録の取消、業務の全部又は一部の

停止その他本合併の遂行に重大な支障が生じ又は重大な悪影響を及ぼす行政処分を受けていな

いこと。 

(9) 上記の他、本合併の実現を著しく阻害し又は著しく困難にすると合理的に判断される事由が存在

しないこと。 

 

第 13 条（合併条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結日以降効力発生日の前日までの間において、(i)甲若しくは乙の財産若しくは経営状態に重

大な変動が生じた場合、(ii)本合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、(iii)その他の事由に

より本合併の目的の達成が困難となった場合、又は(iv)これらの事態が生じうる事由が明らかとなった

場合には、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本

契約を解除することができる。 

 

第 14 条（費用） 

本契約に別段の定めがない限り、本契約の締結及び履行に関連して効力発生日前に発生した費用（自己

のために選任する公認会計士、弁護士、税理士、調査会社、アドバイザーその他の専門家にかかる報酬

等を含むが、これらに限られない。）については、各当事者がそれぞれ負担する。なお、甲及び乙は自ら

が負担すべき費用等については、効力発生日の前日に終了する営業期間において、それぞれ費用として

計上するものとする。 

 

第 15 条（準拠法及び裁判管轄） 

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 

2. 甲及び乙は、本契約に関する全ての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とすることを合意する。 

 

第 16 条（誠実協議） 

本契約に定める事項のほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が別途協議の

上、これを定める。 

 

（以下余白） 

  



 

上記を証するため、本契約書 2 通を作成し各当事者記名捺印の上、各 1 通を保有する。 

 

 

2019 年 8 月 5 日 

 

 

 

 

甲： 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 

投資法人みらい 

執行役員 菅沼 通夫 

  

  

乙： 東京都千代田区九段南三丁目 8 番 11 号 

さくら総合リート投資法人 

執行役員 村中 誠 





Ⅰ.資産運用報告 

1 資産運用の概況 
 
(1)投資法人の運用状況等の推移 

 

期 別 

第2期 

自 2017年 3 月 1日 

至 2017年 8 月31日 

第3期 

自 2017年 9 月 1日 

至 2018年 2 月28日 

第4期 
(注1)(注2) 

自 2018年 3 月 1日 

至 2018年 6 月30日 

第5期 

自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 

第6期 

自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 

営業収益(注2) (百万円) 2,430 2,662 1,768 2,362 2,394 

うち不動産賃貸事業収益 

(注2) 
(百万円) 2,430 2,400 1,625 2,362 2,394 

営業費用(注2) (百万円) 1,340 1,357 913 1,316 1,357 

うち不動産賃貸事業費用 

(注2) 
(百万円) 1,127 1,091 718 1,063 1,074 

営業利益(注2) (百万円) 1,089 1,304 854 1,046 1,037 

経常利益(注2) (百万円) 954 1,153 615 885 874 

当期純利益(注2) (百万円) 953 1,152 615 886 885 

総資産額 (百万円) 63,133 63,197 62,752 61,643 63,389 

(対前期比) (％) (△2.0) (0.1) (△0.7) (△1.8) (2.8) 

純資産額 (百万円) 30,208 30,407 29,870 30,141 30,140 

(対前期比) (％) (1.5) (0.7) (△1.8) (0.9) (△0.0) 

有利子負債額 (百万円) 29,000 29,000 29,000 27,600 29,200 

出資総額 (百万円) 29,254 29,254 29,254 29,254 29,254 

発行済投資口の総口数 (口) 333,001 333,001 333,001 333,001 333,001 

1口当たり純資産額 (円) 90,715 91,312 89,700 90,513 90,512 

分配金総額 (百万円) 953 1,152 615 886 885 

うち利益分配金総額 (百万円) 953 1,152 615 886 885 

うち利益超過分配金総額 (百万円) － － － － － 

1口当たり分配金 (円) 2,863 3,460 1,848 2,662 2,660 

うち1口当たり利益分配金 (円) 2,863 3,460 1,848 2,662 2,660 

うち1口当たり利益超過分配金 (円) － － － － － 

総資産経常利益率(注5) (％) 1.5 1.8 1.0 1.4 1.4 

(年換算値)(注6) (％) (3.0) (3.7) (2.9) (2.8) (2.8) 

自己資本利益率(注5) (％) 3.2 3.8 2.0 3.0 2.9 

(年換算値)(注6) (％) (6.3) (7.7) (6.1) (5.9) (5.9) 

自己資本比率(注5) (％) 47.8 48.1 47.6 48.9 47.5 

(対前期増減) (％) (1.6) (0.3) (△0.5) (1.3) (△1.4) 

配当性向(注5) (％) 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 

【その他参考情報】       

当期運用日数(注6) (日) 184 181 122 184 181 

期末投資物件数 (件) 18 18 17 17 18 

減価償却費 (百万円) 253 255 176 243 247 

資本的支出額 (百万円) 205 128 172 203 205 

賃貸NOI(Net Operating Income) 

(注2)(注5) 
(百万円) 1,556 1,564 1,084 1,543 1,567 

FFO(Funds from Operation) 

(注2)(注5) 
(百万円) 1,206 1,146 649 1,129 1,133 

1口当たりFFO(注2)(注5) (円) 3,623 3,441 1,951 3,392 3,403 

期末総資産有利子負債比率(LTV)(注5) (％) 45.9 45.9 46.2 44.8 46.1 



(注1)本投資法人は、2018年5月31日開催の第2回投資主総会の決議により、決算期を各年2月末日及び8月末日から各年6

月末日及び12月末日に変更しております。これに伴い、2018年6月期は、2018年3月1日から6月30日までの4ヶ月

決算となっております。 

(注2)2018年6月期の数値に、4分の6を乗じて6ヶ月相当の金額に換算した場合の2018年6月期の営業収益は2,652百万円、

うち不動産賃貸事業収益は2,438百万円、営業費用は1,370百万円、うち不動産賃貸事業費用は1,077百万円、営

業利益は1,281百万円、経常利益は923百万円、当期純利益は923百万円、賃貸NOIは1,626百万円、FFOは974百万

円、1口当たりFFOは2,926円です。なお、当該数値はあくまで指標であり、｢投資信託及び投資法人に関する法

律｣第130条の規定に基づく監査の対象とはなっておりません。 

(注3)営業収益等には消費税等は含まれていません。 

(注4)特に記載のない限り、いずれの金額についても単位未満を切り捨てて、また、いずれの比率についても小数第2位

を四捨五入して記載しています。 

(注5)以下の算定式により算出しています。  
総資産経常利益率 経常利益÷{(期首総資産額＋期末総資産額)÷2}×100 

自己資本利益率 当期純利益÷{(期首純資産額＋期末純資産額)÷2}×100 

自己資本比率 期末純資産額÷期末総資産額×100 

配当性向 1口当たり分配金(利益超過分配金を含まない)÷1口当たり当期純利益×100 

賃貸NOI 

(Net Operating Income) 

不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋減価償却費 

なお、減価償却費は、賃貸事業費用に含まれる金額のみ使用しています。 

FFO(Funds from Operation) 
当期純利益＋減価償却費－不動産等売却損益 

なお、減価償却費は、賃貸事業費用に含まれる金額のみ使用しています。 

1口当たりFFO FFO÷発行済投資口の総口数 

期末総資産有利子負債比率

(LTV) 
有利子負債額÷期末総資産額×100 

 
(注6)年換算をする場合において、1年を365日とし、第2期は184日、第3期は181日、第4期は122日、第5期は184日、第6

期は181日として、年換算値を計算しています。 

  



(2)当期の資産の運用の経過 

① 投資法人の主な推移 

 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。

以下、｢投信法｣といいます。)に基づき、さくら不動産投資顧問株式会社(以下、｢本資産運用会社｣とい

います。)を設立企画人として、2016年4月1日に出資金100.1百万円(1,001口)で設立され、2016年4月26

日に投信法に基づく関東財務局への登録が完了しました(登録番号関東財務局長第116号)。その後、

2016年9月7日を払込期日として29,154百万円(332,000口)の公募による新投資口の発行を行い、2016年9

月8日に株式会社東京証券取引所(以下、｢東京証券取引所｣といいます。)不動産投資信託証券市場(銘柄

コード3473)に上場しました。これらの結果、当期末時点での出資総額は29,254百万円、発行済投資口

の総口数は333,001口となっています。 

 本投資法人の基本理念は、総合型リートとしての特性を活かして、不動産をめぐる投資環境に応じて

本投資法人が最適と考えるポートフォリオを構築し、キャッシュ・フローの成長性及び安定性を同時に

追求することにより、中長期にわたる安定収益を確保し、投資主価値の最大化を図ることです。 

 

② 運用環境と運用実績 

(運用環境) 

 当期（2019年6月期）の日本経済は、2019年1-3月期の実質GDPの成長率（季節調整済前期比2次速報）

が+0.6％（年率+2.2％）と、2018年10-12月期から2四半期連続で回復基調の結果となっています。 

 オフィスの賃貸市場においては、シービーアールイー株式会社の公表によると、主要5区（千代田区、

中央区、港区、新宿区、渋谷区）の2019年第2四半期（4月～6月）のオールグレードオフィス空室率は

0.5％であり、前年同四半期比0.5ポイント低下しています。また、東京都のグレードBオフィス（東京

23区内のオフィスエリア内、基準階面積200坪以上、延床面積2,000～7,000坪未満、かつ新耐震基準に

準拠した賃貸オフィスビル）の空室率は0.3％であり、前年同四半期比0.6ポイント低下しています。 

 商業施設の賃貸市場においては、経済産業省公表の2019年5月商業販売額の動向確報値が前年同月比

2.3％減少であるものの、一般社団法人日本ショッピングセンター協会公表のSC販売統計調査報告2019

年6月においては既存ショッピングセンター売上高が前年同月比2.4％増となっており、商業全体ではマ

イナスではありますが、ショッピングセンターにおいては、概ね好調に推移しております。 

 住宅の賃貸市場においては、2019年4月25日に総務省が発表した「住民基本台帳人口移動報告」によ

ると東京圏（東京都・神奈川県、埼玉県、千葉県）や札幌市、大阪市、福岡市、名古屋市などの主要都

市については人口流入が続いており賃貸物件への需要は継続すると考えられることから、稼働率・賃料

水準共に良好な環境が継続すると考えています。 

(運用実績) 

(資産の取得) 

 本投資法人は、投資主価値向上に向けた戦略の一環として、2019年5月24日付で、「THE PORTAL 

AKIHABARA（ポータル秋葉原）」の信託受益権の取得を決定し、同年6月3日付で取得を完了しました。

取得した資産の概要は以下のとおりです。 

用途 物件名称 所在地 

取得価格 

（百万円） 

（注1） 

鑑定評価額 

（百万円） 

（注2） 

取得先 

事務所・

居宅 

THE PORTAL 

AKIHABARA 

（ポータル秋葉原） 

東京都 

千代田区 
1,500 1,520 

サンフロンティア 

不動産株式会社 

(注 1)「取得価格」については、信託受益権売買契約に記載された信託受益権の売買代金を記載しています。なお、

消費税及び地方消費税並びに取得に要する費用は含みません。 

(注 2)「鑑定評価額」の価格時点は、2019年5月1日です。 

(保有資産の管理運用) 

 当期末時点の物件の稼働率は、前期末時点の98.6％から97.9％と0.7ポイント減少したものの、戦

略的かつ柔軟なリーシング活動を継続して実施しており、解約の影響で期中オフィスビル97.3%、商

業施設96.8%まで落ち込んだ稼働率を、期末時点ではオフィスビル100%、商業施設97.1%と回復させて

おり、高稼働を維持しております。また、保有資産の稼働率向上を図るとともに、以下のとおり、

マーケットの賃科水準の動向を踏まえて賃料増額に向けた取り組みも行っております。用途別の管理

運用結果は、以下のとおりです。 

(オフィスビル) 

 当期においては、全8物件の期末時点稼働率を100％まで引き上げることに成功し、平均稼働率

98.7％と高稼働で安定した運用を達成することができました。 



(商業施設) 

 当期末現在商業施設の稼働率は97.1％、当期平均稼働率97.6％と高稼働で安定した運用を維持す

ることができました。また、各物件の集客力の向上に向けた資本的支出工事の実施や戦略的なテナ

ント誘致を継続して実施しており、上場以降の各期平均稼働率は、98.0％（2017年2月期）、

98.7％（2017年8月期）、98.9％（2018年2月期）、99.0％（2018年6月期）、99.0％（2018年12月

期）と高稼働を維持しています。 

(住宅) 

 当期は年末から春に向けての引っ越し時期の影響から多くの解約がありましたが、埋め戻しに向

け戦略的なリーシングを行い高稼働率の維持に成功致しました。特に、白井ロジュマン（賃貸可能

戸数299戸）については、2月末と4月末に稼働率100％を達成し、住宅全体の当期平均稼働率は

98.6％となりました。 

(その他施設) 

 2つのその他施設(工場)は、いずれも100％稼働を維持しており、安定した運用を維持しています。 

 

③ 資金調達の概要 

 当期は、2019年6月3日のTHE PORTAL AKIHABARA（ポータル秋葉原）の取得に際し、同日付で長期借入

金1,600百万円の新規借入れを実行しました。それにより、当期末現在の借入金残高は29,200百万円

（短期借入金900百万円、1年内返済予定の長期借入金4,000百万円、長期借入金24,300百万円）となっ

ています。なお、1年内返済予定の長期借入金4,000百万円及び長期借入金のうち18,700百万円は、金利

上昇リスクを回避するために固定金利により調達しています。 

 

④ 業績及び分配の概要 

 上記のような運用の結果、当期の業績は、営業収益2,394百万円、営業利益1,037百万円、経常利益

874百万円、当期純利益885百万円となりました。 

 また、当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投信法第136条第1項

に規定する利益のうち、発行済投資口の総口数333,001口の整数倍の最大値となる885,782,660円を利益

分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は、2,660円となります。



(3)増資等の状況 

 本投資法人の設立以降当期末(2019年6月30日)までの出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は以

下のとおりです。 
 

年月日 摘 要 

出資総額 

(千円) 

発行済投資口の総口数 

(口) 備考 

増 減 残 高 増 減 残 高 

2016年 

4月1日 
私募設立 100,100 100,100 1,001 1,001 (注1) 

2016年 

9月7日 
公募増資 29,154,580 29,254,680 332,000 333,001 (注2) 

 

(注1) 1口当たり発行価格100,000円で本投資法人を設立しました。 

(注2) 1口当たり発行価格91,000円(発行価額87,815円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新

投資口を発行しました。 

 

【投資口の取引所価格の推移】 

 本投資法人の投資口が上場する東京証券取引所不動産投資信託証券市場における期別の最高・最低価格(終値)は

以下のとおりです。 
 

期 別 

第2期 

自 2017年 3 月 1日 

至 2017年 8 月31日 

第3期 

自 2017年 9 月 1日 

至 2018年 2 月28日 

第4期 

自 2018年 3 月 1日 

至 2018年 6 月30日 

第5期 

自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 

第6期 

自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 

最 高 90,800円 101,600円 95,000円 92,700円 92,500円 

最 低 76,000円 85,900円 91,000円 78,900円 80,000円 
 

(4)分配金等の実績 

 当期の分配金は、税制の特例(租税特別措置法第67条の15)の適用により、利益分配金の最大額が損金

算入されることを企図して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益

の全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,660円となりました。 
 

期 別 

第2期 

自 2017年 3 月 1日 

至 2017年 8 月31日 

第3期 

自 2017年 9 月 1日 

至 2018年 2 月28日 

第4期 

自 2018年 3 月 1日 

至 2018年 6 月30日 

第5期 

自 2018年 7 月 1日 

至 2018年12月31日 

第6期 

自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 

当期未処分

利益総額 
(千円) 953,552 1,152,373 615,536 886,466 885,939 

利益留保額 (千円) 170 189 150 17 156 

金銭の分配

金総額 
(千円) 953,381 1,152,183 615,385 886,448 885,782 

(1口当たり

分配金) 
(円) 2,863 3,460 1,848 2,662 2,660 

うち利益分

配金総額 
(千円) 953,381 1,152,183 615,385 886,448 885,782 

(1口当たり利

益分配金) 
(円) 2,863 3,460 1,848 2,662 2,660 

うち出資払

戻総額 
(千円) － － － － － 

(1口当たり出

資払戻額) 
(円) － － － － － 

 

(5)今後の運用方針及び対処すべき課題 

① 投資環境 

 今後の日本経済については、内閣府の発表した2019年6月18日付「月例経済報告(令和元年6月)」によ

ると、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やか

な回復が続くことが期待されます。一方、海外に目を向けると、米中間の貿易摩擦等に代表される海外

経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響、英国のＥＵ離脱交渉の動向等に一層留意する必要があり、

また、国内においても消費税率引き上げによる国内消費の動向等に留意する必要があると考えられます。 

 また、不動産売買市場に関しては、日銀の金融緩和政策による低金利環境の長期化により、不動産取

得環境の過熱傾向及び不動産の取引価格の上昇傾向は、今後も継続されるものと見込まれます。 

  



② 今後の運用方針及び対処すべき課題 

(オフィスビル市場) 

 当期に引き続き、来期においてもオフィス拡張による移転・統合ニーズは継続すると考えています。

本投資法人の運用資産においてもその傾向が見受けられ、既存テナントからより広い貸室への転居、オ

フィス統合を理由に解約となった区画があった一方で、同じ理由で新たに入居された区画もありました。

今後解約となる区画については早期成約に向けてリーシング活動を推進してまいります。また、既存テ

ナントとの賃料増額交渉も継続して行い、更なる賃料収入の増加を目指します。 

(商業施設市場) 

 全国ショッピングセンター売上動向は、年始セールの苦戦が響き2019年1月においては前年同月を下

回りましたが、同年2月以降（2019年2月～2019年6月）につきましては、いずれも前年同月を上回り、

概ね好調に推移し堅調な消費動向を示しています。本投資法人としては、引き続き来店動機に繋がるイ

ベントや催事の企画及び計画的な資本的支出工事の実施により、既存テナントの売上維持・向上を目指

していきます。また、消費者のトレンドの変化を機敏に見極めながら引き続きテナントの戦略的入れ替

え及び新規テナント誘致を実施することにより、物件の収益安定性の向上を図ります。 

(住宅賃貸市場) 

 人口流入が続く東京・千葉・大阪に立地する本投資法人の運用資産については、各物件のプロパ

ティ・マネジメント会社との連携を強化し、空室期間の短縮化を図るとともに、既存入居者に対して更

新時に賃貸住宅マーケットを踏まえた賃貸条件の提案を行い、更なる稼働率及び収益性の向上を図りた

いと考えています。 

(イ)外部成長 

 日銀の金融緩和政策による低金利環境の長期化により、各セクターにおける取引利回りは、依然と

して低水準で推移しており、厳しい物件取得競争が続く取引市場においても、豊富かつ安定した物件

取得機会の獲得のための仕組み作りを目指します。 

 具体的には、引き続きパイプライン・サポート契約の締結先からの物件情報の更なる拡充に努める

とともに、様々な不動産保有会社及び仲介会社とのリレーションシップをより一層密にすることによ

り、物件情報を広範かつ豊富に収集し、良質な物件の取得検討機会をより多く確保していきます。 

(ロ)内部成長 

 収入増加策については、公表データ及び周辺事例を細やかに調査しながら、現行賃料がマーケット

賃料を下回っているテナントに積極的に賃料の増額交渉を実施いたします。 

 また、各物件のプロパティ・マネジメント会社と連携することにより、生産的かつ効率的な資本的

支出工事の実施及びテナントとの密なコミュニケーション等を通して、テナント満足度の向上による

内部成長の可能性を探求します。 

(ハ)財務方針 

 本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築するこ

とを基本方針とします。 

a. エクイティ・ファイナンス 

 新投資口の発行は、運用資産の規模と価値の成長を目的として、既存投資主の権利の希薄化及

びそれに伴う投資口の取引価格の低下等に配慮しつつ、新たに取得する不動産関連資産の取得時

期、総資産に対する有利子負債の比率(以下、｢LTV｣といいます。)、金融環境及び経済市況等を総

合的に勘案して機動的に行います。 

b. デット・ファイナンス 

ⅰ. LTVの水準は60％を上限とし、資金余力の確保に留意した機動的かつきめ細やかなレバレッジ

コントロールを行います。 

ⅱ. 資金の借入れ及び投資法人債の発行に際しては、資金調達の機動性と財務の安定性のバラン

スに配慮した資金調達を行います。また、調達コスト、期間、担保提供の要否等の諸条件につ

き複数の金融機関と交渉し、金利動向、マーケット水準、財務の機動性及び安定性、並びに借

入先構成のバランス等を考慮しつつ諸条件を総合的に検討した上で、適切な資金調達を行いま

す。 

ⅲ. 金利上昇リスク及びリファイナンス・リスクを軽減するため、調達期間の長期化、金利の固

定化、返済期日の分散等を必要に応じて検討します。 

 

(6)決算後に生じた重要な事実 

本投資法人において、当期末（2019年6月30日）以降に生じた重要な事実は以下のとおりです。 

（イ）本投資法人と投資法人みらいとの合併契約の締結 

本投資法人と投資法人みらいは、それぞれ、2019年8月5日開催の役員会にて、以下のとおり、



2019年11月1日を合併の効力発生日として、投資法人みらいを吸収合併存続法人、本投資法人を吸

収合併消滅法人とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行うことについて決定し、

2019年8月5日付にて合併契約（以下、「本合併契約」といいます。）を締結しました。 

a. 本合併の目的 

本投資法人と投資法人みらいは、それぞれの資産運用会社（さくら不動産投資顧問株式会社

と三井物産・イデラパートナーズ株式会社）を通じ、誠実に協議を行ってきました。かかる協

議の結果、本投資法人と投資法人みらいは、本合併を行うことにより、様々なシナジー（相乗）

効果が見込まれるとの判断に至り、2019年7月19日付で合併に関する基本合意書（以下「本基本

合意書」といいます。）の締結及び2019年8月5日付で本合併契約の締結に至りました。 

 

b. 本合併の要旨 

(ⅰ)本合併の日程 

 投資法人みらい 本投資法人 

投資主総会基準日公告日 2019年7月10日 2019年6月29日 

投資主総会基準日 2019年7月25日 2019年6月30日 

合併契約承認役員会 
2019年8月5日 

合併契約締結日 

投資主総会開催日 2019年9月10日 2019年8月30日 

上場廃止日 － 2019年10月30日（予定） 

合併効力発生日 2019年11月1日（予定） 

合併登記日 2019年11月上旬（予定） 

（ⅱ）本合併の方式 

投資法人みらいを吸収合併存続法人とし、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併

方式とし、本投資法人は合併により解散します。 

（ⅲ）本合併にかかる割当ての内容 

 
投資法人みらい 

（吸収合併存続法人） 

本投資法人 

（吸収合併消滅法人） 

合併に係る割当ての内容 1 1.67 

（注1）本合併により発行する投資法人みらいの新投資口数：556,111口（予定） 

（注2）本投資法人の投資主に対して本投資法人の投資口1口につき投資法人みらいの投資口1.67口を割り

当てることにより、交付すべき投資口の口数に1口未満の端数が生じます。当該1口未満の端数投資

口については、法律の規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られ

た代金を、端数の生じた投資主に対し、その端数に応じて交付します。 

（注3）上記の投資口の他に、投資法人みらいは、本投資法人の2019年7月1日から2019年10月31日までの営

業期間に係る本投資法人の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、本合併の効力発生日の前

日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主（投信法第149条の3の規定に基づ

きその有する投資口の買取を請求した本投資法人の投資主を除きます。）（以下「割当対象投資主」

といいます。）又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、同営業期間に係る金銭

の分配額見合いの合併交付金（本合併の効力発生日の前日における本投資法人の分配可能利益の額

を本合併の効力発生日の前日における本投資法人の発行済投資口の総口数から本投資法人に係る割

当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した額（1円未満切捨て））を、

本合併の効力発生日から合理的な期間内に支払う予定です。 

c. 吸収合併存続法人（投資法人みらい）の直前期（2019年4月期）の概要 



営業収益    4,959百万円 

当期純利益   2,271百万円 

総資産額   152,493百万円 

負債額     81,639百万円 

純資産額    70,854百万円 

 

（参考情報） 

（ロ）少数投資主による投資主総会の開催 

本投資法人の投資主であるライオンパートナーズ合同会社により、2019年6月28日付の関東財務

局による投資主総会招集許可決定に基づき、2019年8月30日に以下のとおり、投資主総会を開催す

る旨公表されています。なお、規約第12条第1項の規定に従い、2019年6月30日最終の投資主名簿に

記載又は記録された投資主が、当該投資主総会において議決権を行使できる投資主となります。 

（1）日時   2019年8月30日（金）午前10時開始予定 

（2）場所   ベルサール御成門タワー 

（3）目的事項 1.執行役員村中誠解任の件 

        2.執行役員杉原亨選任の件 

        3.さくら不動産投資顧問株式会社との資産運用委託契約解約の件 

        4.スターアジア投資顧問株式会社との資産運用委託契約締結の件 

 

なお、上記の投資主総会の目的事項に関し、本投資法人のスポンサーであるガリレオグループに

属し、本資産運用会社の親会社であるギャラクシー・ジェイリート・ピーティーワイ・リミテッド

から、投資主提案として、以下の議案に係る議案の要領を投資主総会招集通知に記載するよう請求

がなされています。 

・執行役員萩野保選任の件 

・三井物産・イデラパートナーズ株式会社との資産運用委託契約締結の件 

（ハ）第3回投資主総会の開催 

本投資法人は、2019年8月5日開催の本投資法人の役員会において、規約第9条第3項に基づき、

2019年8月30日に以下のとおり第3回投資主総会を開催することを決定しました。規約第12条第1項

の規定に従い、2019年6月30日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、当該投資

主総会において議決権を行使できる投資主といたします。 

 

（1）日時   2019年8月30日（金）午後3時開始予定 

（2）場所   ベルサール御成門タワー 

（3）目的事項 1．投資法人みらいとの吸収合併契約の承認の件 

        2．資産運用委託契約の解約の件 

        3．規約一部変更の件（投資主提案） 

 



 
２ 投資法人の概況 
 
(1)出資の状況 

 

期 別 
第2期 

(2017年8月31日) 

第3期 

(2018年2月28日) 

第4期 

(2018年6月30日) 

第5期 

(2018年12月31日) 

第6期 

(2019年6月30日) 

発行可能投資口 

総口数(口) 
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

発行済投資口の 

総口数(口) 
333,001 333,001 333,001 333,001 333,001 

出 資 総 額    

(百万円) 
29,254 29,254 29,254 29,254 29,254 

投 資 主 数      

(名) 
17,257 17,423 17,922 17,893 17,371 

 

(2)投資口に関する事項 

 2019年6月30日現在の投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。 
 

氏名又は名称 
所有投資口数 

(口) 

発行済投資口の総口数 

に対する所有投資口数 

の割合(注) 

(％) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 25,413 7.6 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 20,664 6.2 

ライオンパートナーズ合同会社 11,971 3.6 

野村信託銀行株式会社(投信口) 10,391 3.1 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE－AC) 

常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 
9,866 3.0 

日本管財株式会社 8,700 2.6 

GALAXY JREIT PTY LIMITED 

常任代理人 SMBC日興証券株式会社 
8,700 2.6 

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 7,888 2.4 

クレディ・スイス証券株式会社 7,061 2.1 

JP MORGAN BANK (IRELAND) PLC 380423 

常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 
6,243 1.9 

合 計 116,897 35.1 
 

(注) ｢発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合｣は、小数第2位を四捨五入して記載しています。 

 

(3)役員等に関する事項 

① 当期における執行役員、監督役員及び会計監査人は以下のとおりです。 
 

役職名 氏名又は名称 主な兼職等 

当該営業期間に 

おける役職毎の 

報酬の総額 

(千円) 

執行役員 村中 誠 
さくら不動産投資顧問株式会社 

代表取締役社長 
3,000 

監督役員 

(注) 

金田 繁 
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 

弁護士 
1,500 

諌山 弘高 
諌山公認会計士事務所 

所長 
1,500 

会計監査人 
PwCあらた有限責任

監査法人 
－ 6,500 

 
(注) 監督役員は、上記以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と利害関

係はありません。 



② 会計監査人の解任及び不再任の決定の方針 

 会計監査人の解任については、投信法第105条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合にこ

れを行い、また、不再任については、監査の質及び監査報酬の額等諸般の事情を総合的に勘案し、本投

資法人の役員会において検討します。 

 

(4)資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者 

 2019年6月30日現在における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

  

委託区分 名 称 

資産運用会社 さくら不動産投資顧問株式会社 

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 

一般事務受託者 

(投資主名簿等管理、機関運営事務) 
三井住友信託銀行株式会社 

一般事務受託者(会計事務等) 兼山公認会計士事務所 



 

3 投資法人の運用資産の状況 
 
(1)投資法人の資産の構成 

 2019年6月30日現在における本投資法人の財産の構成は、以下のとおりです。 
 

資産の 

種類 
資産の用途 

地 域 

(注1) 

前期 

(2018年12月31日現在) 

当期 

(2019年6月30日現在) 

保有総額 

(百万円) 

(注2) 

資産総額に 

対する比率 

(％) 

(注3) 

保有総額 

(百万円) 

(注2) 

資産総額に 

対する比率 

(％) 

(注3) 

信託 

不動産 

オフィス

ビル 

首都圏 24,971 40.5 26,544 41.9 

地方主要

都市 
－ － － － 

その他 － － － － 

商業施設 

首都圏 － － － － 

地方主要

都市 
18,200 29.5 18,177 28.7 

その他 4,051 6.6 4,036 6.4 

住宅 

首都圏 3,752 6.1 3,730 5.9 

地方主要

都市 
2,833 4.6 2,852 4.5 

その他 － － － － 

その他の

施設 

首都圏 2,390 3.9 2,378 3.8 

地方主要

都市 
－ － － － 

その他 － － － － 

小 計 56,199 91.2 57,720 91.1 

預金・その他の資産 5,444 8.8 5,669 8.9 

資産総額 61,643 100.0 63,389 100.0 
 

(注1) ｢首都圏｣とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。以下同じです。 

｢地方主要都市｣とは、首都圏を除く政令指定都市及びその通勤圏内に含まれる周辺部をいいます。以下同じ

です。｢その他｣とは、首都圏及び地方主要都市以外の地域をいいます。以下同じです。 

(注2) ｢保有総額｣は、それぞれ各期末日現在における貸借対照表(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)

によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。 

(注3) ｢資産総額に対する比率｣については、小数第2位を四捨五入して記載しています。



(2)主要な保有資産 

 2019年6月30日現在における本投資法人が保有する主要な保有資産(貸借対照表計上額上位10物件)の

概要は以下のとおりです。 
 

不動産等の名称 
帳簿価額 

(百万円) 

賃貸可能 

面積 

(㎡) 

(注1) 

賃貸面積 

(㎡) 

(注2) 

稼働率 

(％) 

(注3) 

対総賃貸 

事業 

収益比率 

(％) 

(注4) 

主たる用途 

成信ビル 7,985  5,616.80  5,616.80 100.0 9.6 
オフィス 

ビル 

シュロアモール 

筑紫野 
7,553  32,159.62  29,647.77 92.2 14.8 商業施設 

ラパーク岸和田 6,504  40,875.16  40,258.20 98.5 20.8 商業施設 

シュロアモール

長嶺 
4,118  12,600.67  12,509.37 99.3 7.5 商業施設 

西友水口店 4,036  23,814.87  23,814.87 100.0 
非開示 

(注5) 
商業施設 

司町ビル 3,861  3,250.68  3,250.68 100.0 4.8 
オフィス 

ビル 

NKビル 3,764  3,394.35  3,394.35 100.0 5.2 
オフィス 

ビル 

高田馬場 

アクセス 
3,417  3,691.49  3,691.49 100.0 4.5 

オフィス 

ビル 

白井ロジュマン 2,119  21,971.25  21,469.04 97.7 5.8 住宅 

麻布アメレックス

ビル 
2,036  2,240.03  2,240.03 100.0 2.9 

オフィス 

ビル 

合 計 45,399 149,614.92 145,892.60 97.5 
非開示

(注5) 
－ 

 

(注1) ｢賃貸可能面積｣は、各信託不動産について、2019年6月30日現在における各資産に係る建物(附属建物及び倉

庫等を含みますが、駐車場部分及び多目的教室部分は除きます。)の各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃

貸が可能と考えられる面積を記載しています。 

(注2) ｢賃貸面積｣は、各信託不動産について、2019年6月30日現在における各資産に係る建物(附属建物及び倉庫等

を含みますが、駐車場部分及び多目的教室部分は除きます。)の各賃貸借契約書に表示された賃貸面積(ただ

し、催事面積は除きます。)の合計を記載しています。ただし、マスターリース会社が賃貸人等との間でパ

ス・スルー型マスターリースによる賃貸借契約を締結している場合、2019年6月30日現在における各信託不動

産に係る各転貸借契約書に表示されたエンドテナントの賃貸面積の合計を記載しています。なお、各賃貸借

契約書等においては、延床面積に含まれない部分が賃貸面積に含まれて表示されている場合があるため、総

賃貸面積が延床面積を上回る場合があります。また、ラパーク岸和田、シュロアモール筑紫野及びシュロア

モール長嶺については、ATMの設置に係る面積は含みません。 

(注3) ｢稼働率｣は、2019年6月30日現在の稼働率(賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合)について、小数第2

位を四捨五入して記載しています。 

(注4) ｢対総賃貸事業収益比率｣の算出にあたっては、小数第2位を四捨五入しています。 

(注5) テナントから開示について承諾が得られておらず、かつ、開示した場合、テナントとの信頼関係が損なわれ

る等により賃貸借契約の長期的な維持が困難になる等の不利益が生じ、最終的に投資主の利益が損なわれる

可能性があるため、非開示としています。



(3)不動産等組入資産明細 

 2019年6月30日現在における本投資法人が保有する資産の概要は以下のとおりです。 
 

用 

途 

地

域 
不動産等の名称 所在地 所有形態 

賃貸 

可能面積 

(㎡) 

(注1) 

帳簿価額 

(百万円) 

期末算定 

価額 

(百万円) 

(注2) 

オ

フ

ィ

ス

ビ

ル 

首

都

圏 

成信ビル 東京都新宿区 信託受益権 5,616.80  7,985 9,200 

NKビル 東京都千代田区 信託受益権 3,394.35  3,764 4,250 

司町ビル 東京都千代田区 信託受益権 3,250.68  3,861 4,200 

高田馬場アクセス 東京都新宿区 信託受益権 3,691.49  3,417 3,600 

麻布アメレックスビル 東京都港区 信託受益権 2,240.03  2,036 2,400 

飛栄九段ビル 東京都千代田区 信託受益権 2,298.86  1,971 2,120 

新横浜ナラビル 神奈川県横浜市 信託受益権 4,057.89  1,944 2,030 

ポータル秋葉原 東京都千代田区 信託受益権 941.69  1,562 1,570 

小 計 25,491.79  26,544 29,370 

商

業

施

設 

地

方

主 

要

都

市 

ラパーク岸和田 大阪府岸和田市 信託受益権 40,875.16  6,504 6,550 

シュロアモール筑紫野 福岡県筑紫野市 信託受益権 32,159.62  7,553 7,640 

そ

の

他 

西友水口店 滋賀県甲賀市 信託受益権 23,814.87  4,036 4,140 

地

方

主 

要

都

市 

シュロアモール長嶺 熊本県熊本市 信託受益権 12,600.67  4,118 4,470 

小 計 109,450.32  22,214 22,800 

住

 

宅 

首

都

圏 

白井ロジュマン 千葉県白井市 信託受益権 21,971.25  2,119 2,170 

アボーデ代々木 

パークサイド 
東京都渋谷区 信託受益権 1,286.50 1,611 1,700 

地

方

主 

要

都

市 

松屋レジデンス関目 大阪府大阪市 信託受益権 7,767.37 1,890 1,940 

アーバンプラザ今里 大阪府大阪市 信託受益権 4,648.64 962 949 

小 計 35,673.76 6,583 6,759 

そ

の

他

の

施

設 

首

都

圏 

船橋ハイテクパーク 

工場Ⅰ 
千葉県船橋市 信託受益権 非開示(注3) 1,692 1,800 

船橋ハイテクパーク 

工場Ⅱ 
千葉県船橋市 信託受益権 非開示(注3) 685 782 

小 計 非開示(注3) 2,378 2,582 

合 計 183,190.77 57,720 61,511 
 

(注1) ｢賃貸可能面積｣は、各信託不動産について、2019年6月30日現在における各資産に係る建物(附属建物及び倉

庫等を含みますが、駐車場部分及び多目的教室部分は除きます。)の各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃

貸が可能と考えられる面積を記載しています。 

(注2) ｢期末算定価額｣は、大和不動産鑑定株式会社が作成した鑑定評価書記載の鑑定評価額(価格時点 2019年6月30

日)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。鑑定評価額は、現在及び将来における当該鑑定評価額によ

る売買の可能性を保証又は約束するものではありません。なお、鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社

と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。 

(注3) テナントから開示について承諾が得られておらず、かつ、開示した場合、テナントとの信頼関係が損なわれ

る等により賃貸借契約の長期的な維持が困難になる等の不利益が生じ、最終的に投資主の利益が損なわれる

可能性があるため、非開示としています。 
 



 本投資法人が保有する不動産等の賃貸状況は次のとおりです。 
 

用

途 

地

域 
不動産等の名称 

前期 

(2018年7月1日～2018年12月31日) 

当期 

(2019年1月1日～2019年6月30日) 

テナント 

数 

(注1) 

稼働率 

(期末 

時点) 

(％) 

(注2) 

賃貸事業 

収益 

(期間中) 

(百万円) 

対総賃貸 

事業収益 

比率 

(％) 

(注3) 

テナント 

数 

(注1) 

稼働率 

(期末 

時点) 

(％) 

(注2) 

賃貸事業 

収益 

(期間中) 

(百万円) 

対総賃貸 

事業収益 

比率 

(％) 

(注3) 

オ

フ

ィ

ス

ビ

ル 

首

都

圏 

成信ビル 20 92.0 235 9.9 22 100.0 229 9.6 

NKビル 5 100.0 121 5.1 5 100.0 124 5.2 

司町ビル 6 100.0 111 4.7 6 100.0 115 4.8 

高田馬場アクセス 10 100.0 107 4.5 9 100.0 106 4.5 

麻布アメレックス 

ビル 
6 100.0 70 3.0 6 100.0 69 2.9 

飛栄九段ビル 10 100.0 67 2.9 10 100.0 67 2.8 

新横浜ナラビル 16 100.0 82 3.5 16 100.0 82 3.5 

ポータル秋葉原 

（注5） 
－ － － － 8 100.0 4 0.2 

小 計 73 98.2 796 33.7 82 100.0 800 33.4 

商

業

施

設 

地

方

主 

要

都

市 

ラパーク岸和田 47 97.8 513 21.7 48 98.5 498 20.8 

シュロアモール 

筑紫野 
23 99.6 297 12.6 22 92.2 353 14.8 

そ

の

他 

西友水口店 1 100.0 
非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 
1 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 

地

方

主 

要

都

市 

シュロアモール長嶺 21 99.3 187 7.9 21 99.3 179 7.5 

小 計 92 99.0 
非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 
92 97.1 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 

住 

宅 

首

都

圏 

白井ロジュマン 292 97.8 148 6.3 292 97.7 139 5.8 

アボーデ代々木 

パークサイド 
27 91.3 43 1.8 28 100.0 45 1.9 

地

方

主 

要

都

市 

松屋レジデンス関目 127 97.9 85 3.6 128 98.7 86 3.6 

アーバンプラザ今里 66 97.1 39 1.7 67 98.5 39 1.7 

小 計 512 97.5 317 13.4 515 98.1 311 13.0 

そ

の

他

の

施

設 

首

都

圏 

船橋ハイテクパーク 

工場Ⅰ 
1 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 
1 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 

船橋ハイテクパーク 

工場Ⅱ 
1 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 
1 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 

小 計 2 100.0 
非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 
2 100.0 

非開示 

(注4) 

非開示 

(注4) 

合 計 679 98.6 2,362 100.0 691 97.9 2,394 100.0 
 

(注1) ｢テナント数｣は、それぞれ各期末日現在における各信託不動産に係る各賃貸借契約書上のテナント数(倉庫、

看板、駐車場等は含みません。)の合計を記載しています。また、同一名義で複数区画契約している場合には、

契約区画数に関係なく1テナントとして換算しています。なお、当該資産につきパス・スルー型のマスター

リース契約が締結されている場合には、エンドテナントの総数(倉庫、看板、駐車場等に係るテナントは含み

ません。)を記載しています。また、ラパーク岸和田、シュロアモール筑紫野及びシュロアモール長嶺につい

ては、ATMの設置に係るテナント及びテナントによる転貸先を含みません。 

(注2) ｢稼働率｣は、それぞれ各期末日現在の稼働率(賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合)について、小数

第2位を四捨五入して記載しています。 

(注3) ｢対総賃貸事業収益比率｣の算出にあたっては、小数第2位を四捨五入して表示しています。 

(注4) テナントから開示について承諾が得られておらず、かつ、開示した場合、テナントとの信頼関係が損なわれ

る等により賃貸借契約の長期的な維持が困難になる等の不利益が生じ、最終的に投資主の利益が損なわれる

可能性があるため、非開示としています。 

(注5) 2019年6月3日にポータル秋葉原を取得しています。 

 



(4)特定取引の契約額等及び時価の状況 

 該当事項はありません。 

(5)その他資産の状況 

 2019年6月30日現在、前記｢(3)不動産等組入資産明細｣に記載のもの以外に本投資法人が投資対象とす

る特定資産の組入はありません。 

(6)国及び地域毎の資産保有状況 

 日本以外の国及び地域について、該当事項はありません。 

 

  



 

4 保有不動産の資本的支出 
 
(1)資本的支出の予定 

 

不動産等の名称 所在地 目 的 予定期間 

工事予定金額(千円) 

総  額 
当期 

支払額 

既支出 

総額 

NKビル 
東京都 

千代田区 

共用部・専有部一部 

バリューアップ工事 

自2019年9月 

至2019年9月 
49,830 － － 

高田馬場 

アクセス 

東京都 

新宿区 

外壁・外部階段 

補修工事 

自2019年11月 

至2019年11月 
20,000 － － 

ラパーク岸和田 
大阪府 

岸和田市 

店舗区画リニューアル 

工事 

自2019年9月 

至2019年9月 
20,000 － － 

シュロアモール 

筑紫野 

福岡県 

筑紫野市 

店舗区画リニューアル 

工事 

自2019年9月 

至2019年9月 
30,000 － － 

松屋レジデンス 

関目 

大阪府 

大阪市 

エレベーター 

リニューアル工事 

自2019年12月 

至2019年12月 
28,000 － － 

船橋ハイテク 

パーク工場Ⅱ 

千葉県 

船橋市 
内装・設備等改修工事 

自2019年12月 

至2019年12月 
16,667 － － 

 

(2)期中に行った資本的支出 

 本投資法人が当期保有資産に関して、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事等の概要は以下

のとおりです。なお、当期の保有資産全体の資本的支出に該当する工事は205,335千円、当期の費用に

区分された修繕費99,849千円(賃貸事業費用に計上63,047千円、特別損失に計上36,802千円)と合わせて、

合計305,184千円の工事を実施しています。 
 

不動産等の名称 所在地 目 的 工事期間 
工事金額 

(千円) 

成信ビル 東京都新宿区 空調更新工事 
自2019年6月 

至2019年6月 
31,000 

高田馬場アクセス 東京都新宿区 外壁 第4期補修工事 
自2019年4月 

至2019年5月 
11,266 

ラパーク岸和田 大阪府岸和田市 

区画変更工事 
自2019年5月 

至2019年6月 
11,675 

空調更新工事 
自2019年2月 

至2019年6月 
22,222 

西友水口店 滋賀県甲賀市 中央監視装置更新工事 
自2019年6月 

至2019年6月 
19,694 

アーバンプラザ今里 大阪府大阪市 大規模修繕工事 
自2019年4月 

至2019年6月 
29,710 

 

(3)長期修繕計画のために積立てた金銭 

 該当事項はありません。  



 
5 費用・負債の状況 
 
(1)運用等に係る費用明細 

(単位：千円)  

項 目 

第5期 

自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 

第6期 

自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 

資産運用報酬(注) 172,834 169,303 

資産保管手数料 3,095 3,074 

一般事務委託手数料 21,073 20,278 

役員報酬 6,000 6,000 

控除対象外消費税 8,989 11,140 

その他費用 40,949 72,744 

合 計 252,942 282,540 
 

(注) ｢資産運用報酬｣は、上記とは別に、第6期に、ポータル秋葉原の取得原価に算入した物件取得に係る運用報酬

が15,000千円発生しております。第5期には該当事項はありません。 



(2)借入状況 

 2019年6月30日現在における借入金の状況は以下のとおりです。 
   

区分 借入先 借入日 

当期首 

残高 

(百万円) 

当期末 

残高 

(百万円) 

平均利率 
(注1) 

(％) 

返済 

期限 

返済 

方法 
使 途 摘 要 

短 

期 

借 

入 

金 

三井住友信託銀行株式会社 
2018年 

8月31日 
900 900 0.26111 

2019年 

8月30日 
期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

計 900 900  

    

長

期

借

入

金 

 

1

年

内

返

済

予

定 

の 

株式会社三井住友銀行 

2016年 

9月9日 

200 200 

0.71096 
2019年 

8月30日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社新生銀行 200 200 

株式会社りそな銀行 600 600 

株式会社あおぞら銀行 1,000 1,000 

株式会社西日本シティ銀行 1,000 1,000 

株式会社福岡銀行 1,000 1,000 

計 4,000 4,000  

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社三井住友銀行 

2016年 

9月9日 

1,950 1,950 

0.81842 
2020年 

8月31日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社新生銀行 1,950 1,950 

株式会社りそな銀行 600 600 

株式会社あおぞら銀行 500 500 

オリックス銀行株式会社 1,000 1,000 

株式会社三井住友銀行 

2016年 

9月9日 

1,950 1,950 

0.93842 
2021年 

8月31日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社新生銀行 1,950 1,950 

株式会社りそな銀行 600 600 

株式会社あおぞら銀行 500 500 

オリックス銀行株式会社 1,000 1,000 

株式会社三井住友銀行 
2017年 

8月31日 

2,500 2,500 

0.86111 
2022年 

8月31日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 
株式会社りそな銀行 600 600 

株式会社新生銀行 2,500 2,500 

株式会社三井住友銀行 

2018年 

8月31日 

1,950 1,950 

1.07777 
2023年 

2月28日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社新生銀行 1,950 1,950 

株式会社あおぞら銀行 800 800 

株式会社りそな銀行 400 400 

株式会社三井住友銀行 

2019年 

6月3日 

－ 450 

0.76853 
2022年 

5月31日 

期限 

一括 
(注2) 

無担保 

無保証 

株式会社西日本シティ銀行 － 500 

株式会社新生銀行 － 450 

株式会社あおぞら銀行 － 200 

計 22,700 24,300  

合 計 27,600 29,200  
 

(注1) 平均利率は期中加重平均利率を小数第6位を四捨五入して表示しています。 

(注2) 資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金及び運転資金です。 
 

(3)投資法人債の状況 

 該当事項はありません。 

 

(4)短期投資法人債の状況 

 該当事項はありません。 

 

(5)新投資口予約権証券の状況 

 該当事項はありません。



 

6 期中の売買状況 
 
(1)不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等 

不動産等の名称 

取 得 譲 渡 

取得年月日 

取得価格 

(百万円) 

（注） 

譲渡年月日 

譲渡価格 

(百万円) 

（注） 

帳簿価格 

(百万円) 

売却損益 

(百万円) 

ポータル秋葉原 2019年6月3日 1,500 － － － － 

合 計 － 1,500 － － － － 

（注）「取得価格」又は「譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課

等）を含まない金額（売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。 

 

(2)その他の資産の売買状況等 

 該当事項はありません。 

 

(3)特定資産の価格等の調査 

資産の 

種類 
地 域 

取得 

又は 

譲渡 

物件名 

取得日 

又は 

譲渡日 

取得価格又 

は譲渡価格 

(百万円) 

(注1) 

鑑定評価額 

(百万円) 

（注2） 

鑑定評価機関 価格時点 

不動産 

信託 

受益権 

首都圏 取得 
ポータル 

秋葉原 

2019年 

6月3日 
1,500 1,520 

JLL森井鑑定 

株式会社 

2019年 

5月1日 

合 計 1,500 1,520 － － 

（注1）「取得価格又は譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）

を含まない金額（売買契約書等に記載された売買価格）を記載しています。 

（注2）「鑑定評価額」の算定は、「不動産鑑定評価基準 各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」

を適用して行っています。 

 

(4)利害関係人等との取引状況 

① 利害関係人等との売買取引状況 

 該当事項はありません。 

 

② 利害関係人等への賃貸借状況 
 

賃借人の名称 総賃料収入 

さくら不動産投資顧問株式会社 6,117千円 

株式会社日本プロパティ・ 

ソリューションズ 
3,276千円 

 

③ 支払手数料等の金額 
 

区分 
支払手数料等 

総額(A) 

利害関係人等との取引内訳 総額に対する 

割合(B/A) 支払先 支払金額(B) 

外注委託費 342,986千円 

日本管財株式会社 28,920千円 8.4％ 

東京キャピタルマネジメント

株式会社 
82,439千円 24.0％ 

株式会社日本プロパティ・ 

ソリューションズ 
24,174千円 7.0％ 

Master Lessee Mars Limited

合同会社 
1,544千円 0.5％ 

その他賃貸

事業費用 
37,521千円 

日本管財株式会社 3,028千円 8.1％ 

東京キャピタルマネジメント

株式会社 
0千円 0.0％ 

株式会社日本プロパティ・ 

ソリューションズ 
0千円 0.0％ 

 
(注1) ｢利害関係人等｣とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下、｢投信法施行令｣といいます。)第123

条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27

号に規定される資産運用会社の利害関係人等をいいます。 

(注2) 上記記載の取引及び支払手数料等以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のと

おりです。 



日本管財株式会社 67,292千円 

東京キャピタルマネジメント株式会社 1,192千円 

株式会社日本プロパティ・ソリューションズ 102千円 

 

(5)資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等 

 本投資法人の資産運用会社であるさくら不動産投資顧問株式会社は、第一種金融取引業、第二種金融

取引業、宅地建物取引業又は不動産特定共同事業のいずれの業務も兼務しておらず、該当する取引はあ

りません。



 

7 経理の状況 
 
(1)資産、負債、元本及び損益の状況等 

 後記｢Ⅱ. 貸借対照表｣、｢Ⅲ. 損益計算書｣、｢Ⅳ. 投資主資本等変動計算書｣、｢Ⅴ. 注記表｣及び｢Ⅵ. 

金銭の分配に係る計算書｣をご参照ください。 
 
(2)減価償却額の算定方法の変更 

 該当事項はありません。 
 
(3)不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更 

 該当事項はありません。 

  
8 その他 
 
(1)お知らせ 

① 投資主総会 

 該当事項はありません。 

② 投資法人役員会 

 該当事項はありません。 
 
(2)自社設定投資信託受益証券等の状況等 

 本資産運用会社であるさくら不動産投資顧問株式会社の本投資法人投資口保有状況は以下のとおりで

す。 

a. 取得等の状況 
 

取得年月日 
取得口数

(口) 

処分口数

(口) 

保有口数

(口) 
備考 

2016年4月1日 1 － 1 (注) 

累 計 1 － 1  
 

(注) 本投資法人の設立時に、1口当たり100,000円にて取得しました。 
 

b. 保有等の状況 
 

 

期末 

保有 

口数 

(口) 

期末保有総額 

(円)(注) 

(ご参考) 

期末投資口 

価格 

(円) 

発行済投資口 

の総口数に対 

する比率 

(％) 

(ご参考) 

期末発行済投 

資口の総口数 

(口) 

第1期 
自 2016年 4月 1日 

至 2017年 2月28日 
1 81,800 81,800 0.0 333,001 

第2期 
自 2017年 3月 1日 

至 2017年 8月31日 
1 89,700 89,700 0.0 333,001 

第3期 
自 2017年 9月 1日 

至 2018年 2月28日 
1 94,700 94,700 0.0 333,001 

第4期 
自 2018年 3月 1日 

至 2018年 6月30日 
1 91,200 91,200 0.0 333,001 

第5期 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 
1 80,300 80,300 0.0 333,001 

第6期 
自 2019年 1月 1日 

至 2019年 6月30日 
1 88,500 88,500 0.0 333,001 

 

(注) 期末保有口数に期末投資口価格を乗じて算出しています。 
 

(3)海外不動産保有法人及びその有する不動産の状況等 

 該当事項はありません。 
 
(4)金額及び比率の端数処理 

 本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により

記載しています。



Ⅱ.貸借対照表 
 

(単位：千円) 
 

 
前期(ご参考) 

(2018年12月31日) 

当期 

(2019年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 500,219 598,134 

信託現金及び信託預金 4,282,484 4,532,632 

営業未収入金 59,980 62,540 

未収入金 68,814 － 

前払費用 90,117 84,124 

預け金 11,950 18,455 

未収消費税等 44,418 － 

その他 47 11 

流動資産合計 5,058,033 5,295,899 

固定資産   

有形固定資産   

信託建物 14,414,699 14,923,172 

減価償却累計額 △1,005,728 △1,230,637 

信託建物(純額) 13,408,970 13,692,534 

信託構築物 447,214 449,193 

減価償却累計額 △83,387 △101,384 

信託構築物(純額) 363,826 347,809 

信託機械及び装置 28,195 34,797 

減価償却累計額 △3,484 △4,949 

信託機械及び装置(純額) 24,710 29,848 

信託工具、器具及び備品 35,001 36,636 

減価償却累計額 △7,186 △10,194 

信託工具、器具及び備品(純額) 27,814 26,442 

信託土地 41,703,246 42,953,181 

有形固定資産合計 55,528,569 57,049,815 

無形固定資産   

信託借地権 670,865 670,865 

その他 15,171 12,391 

無形固定資産合計 686,037 683,257 

投資その他の資産   

繰延税金資産 11 19 

長期前払費用 131,714 113,236 

長期預け金 229,458 237,580 

その他 10,000 10,000 

投資その他の資産合計 371,184 360,835 

固定資産合計 56,585,790 58,093,908 

資産合計 61,643,824 63,389,808 



 

(単位：千円) 
 

 
前期(ご参考) 

(2018年12月31日) 

当期 

(2019年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 238,157 331,858 

短期借入金 900,000 900,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,000,000 4,000,000 

未払金 176,293 174,205 

未払法人税等 841 997 

未払消費税等 － 5,217 

前受金 339,238 360,835 

その他 54,116 35,978 

流動負債合計 5,708,646 5,809,092 

固定負債   

長期借入金 22,700,000 24,300,000 

信託預り敷金及び保証金 3,094,032 3,140,097 

固定負債合計 25,794,032 27,440,097 

負債合計 31,502,678 33,249,189 

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 29,254,680 29,254,680 

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失

(△) 
886,466 885,939 

剰余金合計 886,466 885,939 

投資主資本合計 30,141,146 30,140,619 

純資産合計(※1) 30,141,146 30,140,619 

負債純資産合計 61,643,824 63,389,808 



Ⅲ.損益計算書 
 

(単位：千円) 
 

 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

営業収益   

賃貸事業収入(※1) 2,031,345 2,022,934 

その他賃貸事業収入(※1) 331,627 371,966 

営業収益合計 2,362,972 2,394,901 

営業費用   

賃貸事業費用(※1)(※2) 1,063,179 1,074,650 

資産運用報酬 172,834 169,303 

資産保管手数料 3,095 3,074 

一般事務委託手数料 21,073 20,278 

役員報酬 6,000 6,000 

控除対象外消費税 8,989 11,140 

その他営業費用(※2) 40,949 72,744 

営業費用合計 1,316,121 1,357,190 

営業利益 1,046,851 1,037,710 

営業外収益   

受取利息 25 23 

その他 - 180 

営業外収益合計 25 203 

営業外費用   

支払利息 117,946 119,656 

融資関連費用 42,331 43,344 

その他 934 - 

営業外費用合計 161,213 163,000 

経常利益 885,664 874,912 

特別利益   

受取保険金(※3) 82,689 48,804 

特別利益合計 82,689 48,804 

特別損失   

災害による損失(※3) 81,195 36,802 

特別損失合計 81,195 36,802 

税引前当期純利益 887,157 886,915 

法人税、住民税及び事業税 844 1,000 

法人税等調整額 △2 △7 

法人税等合計 842 993 

当期純利益 886,315 885,921 

前期繰越利益 150 17 

当期未処分利益又は当期未処理損失

(△) 
886,466 885,939 



Ⅳ.投資主資本等変動計算書 
 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) (単位：千円) 
 

 

投資主資本 

純資産合計 

出資総額 

剰余金 

投資主資本合

計 当期未処分利益 

又は当期未処理 

損失(△) 

剰余金合計 

当期首残高 29,254,680 615,536 615,536 29,870,216 29,870,216 

当期変動額      

剰余金の配当 － △615,385 △615,385 △615,385 △615,385 

当期純利益 － 886,315 886,315 886,315 886,315 

当期変動額合計 － 270,929 270,929 270,929 270,929 

当期末残高 (※1)29,254,680 886,466 886,466 30,141,146 30,141,146 

 

当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) (単位：千円) 
 

 

投資主資本 

純資産合計 
出資総額 

剰余金 

投資主資本合

計 
当期未処分利益 

又は当期未処理 

損失(△) 

剰余金合計 

当期首残高 29,254,680 886,466 886,466 30,141,146 30,141,146 

当期変動額      

剰余金の配当 － △886,448 △886,448 △886,448 △886,448 

当期純利益 － 885,921 885,921 885,921 885,921 

当期変動額合計 － △526 △526 △526 △526 

当期末残高 (※1)29,254,680 885,939 885,939 30,140,619 30,140,619 



Ⅴ.注記表 
 
[継続企業の前提に関する注記] 

 
前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 
 

項 目 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

1. 固定資産の減価償却 

の方法 

(1)有形固定資産(信託財産を

含む。) 

 定額法を採用しています。

なお、主たる有形固定資産の

耐用年数は以下のとおりで

す。 

建物 2～70年 

構築物 2～70年 

機械及び装置 10年 

工具､器具及び

備品 
6～15年 

(2)無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、主たる無形固定資産

の残存期間又は耐用年数は以

下のとおりです。 

ソフトウェア 5年 
 

(1)有形固定資産(信託財産を

含む。) 

 定額法を採用しています。

なお、主たる有形固定資産の

耐用年数は以下のとおりで

す。 

建物 2～70年 

構築物 2～70年 

機械及び装置 10年 

工具､器具及び

備品 
6～15年 

(2)無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、主たる無形固定資産

の残存期間又は耐用年数は以

下のとおりです。 

ソフトウェア 5年 
 

2. 収益及び費用の 

計上基準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産又は不動産

を信託財産とする信託受益権

に係る固定資産税、都市計画

税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のう

ち当該計算期間に対応する額

を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用していま

す。 

 なお、不動産又は不動産を

信託財産とする信託受益権の

取得に伴い、本投資法人が負

担した初年度の固定資産税等

相当額については、費用に計

上せず当該不動産等の取得原

価に算入しています。当期に

おいて、不動産等の取得原価

に算入した固定資産税等相当

額はありません。 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産又は不動産

を信託財産とする信託受益権

に係る固定資産税、都市計画

税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のう

ち当該計算期間に対応する額

を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用していま

す。 

 なお、不動産又は不動産を

信託財産とする信託受益権の

取得に伴い、本投資法人が負

担した初年度の固定資産税等

相当額については、費用に計

上せず当該不動産等の取得原

価に算入しています。当期に

おいて、不動産等の取得原価

に算入した固定資産税等相当

額は1,783千円です。 



 

項 目 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

3. その他計算書類作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1)不動産等を信託財産とす

る信託受益権に関する会

計処理方法 

 保有する不動産等を信託財

産とする信託受益権について

は、信託財産内の全ての資産

及び負債勘定並びに信託財産

に生じた全ての収益及び費用

勘定について、貸借対照表及

び損益計算書の該当勘定科目

に計上しています。 

 なお、該当勘定科目に計上

した信託財産のうち重要性が

ある下記の科目については、

貸借対照表において区分掲記

しています。 

①信託現金及び信託預金 

②信託建物、信託構築物、

信託機械及び装置、信託

工具、器具及び備品、信

託土地 

③信託借地権 

④信託預り敷金及び保証金 

(2)消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

います。なお、控除対象外消

費税は、当期の費用として処

理しています。 

(1)不動産等を信託財産とす

る信託受益権に関する会

計処理方法 

 保有する不動産等を信託財

産とする信託受益権について

は、信託財産内の全ての資産

及び負債勘定並びに信託財産

に生じた全ての収益及び費用

勘定について、貸借対照表及

び損益計算書の該当勘定科目

に計上しています。 

 なお、該当勘定科目に計上

した信託財産のうち重要性が

ある下記の科目については、

貸借対照表において区分掲記

しています。 

①信託現金及び信託預金 

②信託建物、信託構築物、

信託機械及び装置、信託

工具、器具及び備品、信

託土地 

③信託借地権 

④信託預り敷金及び保証金 

(2)消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

います。なお、控除対象外消

費税は、当期の費用として処

理しています。 

[表示方法の変更に関する注記] 
 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

 ｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改

正｣(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)

を当期から適用し、繰延税金資産は投資そ

の他の資産の区分に表示し、繰延税金負債

は固定負債の区分に表示する方法に変更し

ました。 

 該当事項はありません。 

  
[貸借対照表に関する注記] 

 
前期(ご参考) 

(2018年12月31日) 

当期 

(2019年6月30日)   
※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第

67条第4項に定める最低純資産額： 

※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第

67条第4項に定める最低純資産額： 

50,000千円 50,000千円 
  



[損益計算書に関する注記] 
 

前期(ご参考) 

( 自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
   

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳 
 (単位：千円) 

A. 不動産賃貸事業収益   

賃貸事業収入   

賃料収入 1,740,486  

共益費収入 290,858 2,031,345 

その他賃貸事業収入   

水道光熱費収入 182,792  

駐車場収入 96,899  

その他賃貸収入 51,936 331,627 

不動産賃貸事業収益合計  2,362,972 
 

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳 
 (単位：千円) 

A. 不動産賃貸事業収益   

賃貸事業収入   

賃料収入 1,734,012  

共益費収入 288,921 2,022,934 

その他賃貸事業収入   

水道光熱費収入 156,861  

駐車場収入 96,269  

その他賃貸収入 118,835 371,966 

不動産賃貸事業収益合計  2,394,901 
 

 
B. 不動産賃貸事業費用   

賃貸事業費用   

外注委託費 324,571  

水道光熱費 205,109  

公租公課 190,933  

修繕費 31,732  

損害保険料 5,043  

信託報酬 12,969  

減価償却費 243,442  

その他賃貸事業費用 49,376  

不動産賃貸事業費用合計  1,063,179 
 

 
B. 不動産賃貸事業費用   

賃貸事業費用   

外注委託費 342,986  

水道光熱費 174,799  

公租公課 190,999  

修繕費 63,047  

損害保険料 4,880  

信託報酬 13,036  

減価償却費 247,378  

その他賃貸事業費用 37,521  

不動産賃貸事業費用合計  1,074,650 
 

 

C. 不動産賃貸事業損益 

(A－B) 
 1,299,793 

 

 
C. 不動産賃貸事業損益 

(A－B) 
 1,320,250 

 

 

※2. 減価償却実施額は次のとおりです。 

(単位：千円) 
 

 

前期(ご参考) 

( 自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

賃貸事業費用   

有形固定資産 243,442 247,378 

その他営業費用   

無形固定資産 2,780 2,780 

 

※3. 自然災害の発生による修繕費及びそれに対応する保険金収入です。



[投資主資本等変動計算書に関する注記] 
 

前期(ご参考) 

( 自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

※1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

発行可能投資口総口数 10,000,000口 

発行済投資口の総口数 333,001口 
 

※1. 発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

発行可能投資口総口数 10,000,000口 

発行済投資口の総口数 333,001口 

  
 

[税効果会計に関する注記] 
 

前期(ご参考) 

(2018年12月31日) 

当期 

(2019年6月30日) 
  
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

(単位：千円) 
 

繰延税金資産  

 未払事業税損金不算入額 11 

繰延税金資産合計 11 

繰延税金資産の純額 11 
 
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

(単位：％)  
法定実効税率 31.51 

(調整)  

支払分配金の損金算入額 △31.48 

その他 0.07 

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

0.09 

 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

(単位：千円) 
 

繰延税金資産  

 未払事業税損金不算入額 19 

繰延税金資産合計 19 

繰延税金資産の純額 19 
 
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

(単位：％)  
法定実効税率 31.51 

(調整)  

支払分配金の損金算入額 △31.47 

その他 0.07 

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

0.11 

 

[リースにより使用する固定資産に関する注記] 
 

前期(ご参考) 

( 自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 

[金融商品に関する注記] 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) 

1.金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 本投資法人では、不動産関連資産の取得、有利子負債の返済等に充当する資金を、主として投資口の

発行、金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行等により調達します。有利子負債の調達に際しては、

中長期的に安定した資産運用基盤を構築するため、返済期日の分散化、借入期間の長期化、借入れ金利

の低下と固定化を目指し、財務の安定性のバランスに配慮します。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金は、主として資産の取得を目的としたものであり、流動性リスクや金利変動リスクに晒されま

すが、調達先の分散及び返済期日の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本

市場からの資金調達等を検討することにより当該リスクを管理しています。



(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条

件等によった場合、当該価額が異なることがあります。 
 
2.金融商品の時価等に関する事項 

 2018年12月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(下記(注2)を

ご参照ください。)。 
 

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

(1)現金及び預金 500,219 500,219 － 

(2)信託現金及び信託預金 4,282,484 4,282,484 － 

資産計 4,782,704 4,782,704 － 

(3)短期借入金 900,000 900,000 － 

(4)1年内返済予定の長期借入金 4,000,000 3,996,763 △3,237 

(5)長期借入金 22,700,000 22,695,127 △4,873 

負債計 27,600,000 27,591,890 △8,110 
 

(注1)金融商品の時価の算定方法 

(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(3)短期借入金 

これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっています。 

(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金 

元利金の合計額を残存期間に対応した同様の借入れを新規に行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しています。 
 

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円) 
 

区 分 貸借対照表計上額 

信託預り敷金及び保証金 3,094,032 
 

 信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃貸借契約期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の

可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的にキャッシュ・フローを見積もるこ

とができません。よって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。 
 

(注3)金銭債権の決算日(2018年12月31日)後の償還予定額 

(単位：千円) 
 

 1年以内 

現金及び預金 500,219 

信託現金及び信託預金 4,282,484 

合 計 4,782,704 

 

(注4)借入金の決算日(2018年12月31日)後の返済予定額 (単位：千円) 
 

 1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

短期借入金 900,000 － － － － － 

長期借入金 4,000,000 6,000,000 6,000,000 5,600,000 5,100,000 － 

合 計 4,900,000 6,000,000 6,000,000 5,600,000 5,100,000 － 



当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) 

1.金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 本投資法人では、不動産関連資産の取得、有利子負債の返済等に充当する資金を、主として投資口の

発行、金融機関からの借入れ及び投資法人債の発行等により調達します。有利子負債の調達に際しては、

中長期的に安定した資産運用基盤を構築するため、返済期日の分散化、借入期間の長期化、借入れ金利

の低下と固定化を目指し、財務の安定性のバランスに配慮します。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 借入金は、主として資産の取得を目的としたものであり、流動性リスクや金利変動リスクに晒されま

すが、調達先の分散及び返済期日の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本

市場からの資金調達等を検討することにより当該リスクを管理しています。 

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条

件等によった場合、当該価額が異なることがあります。 
 
2.金融商品の時価等に関する事項 

 2019年6月30日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(下記(注2)を

ご参照ください。)。 
 

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

(1)現金及び預金  598,134  598,134  － 

(2)信託現金及び信託預金  4,532,632  4,532,632  － 

資産計  5,130,766  5,130,766  － 

(3)短期借入金  900,000  900,000  － 

(4)1年内返済予定の長期借入金  4,000,000  3,999,490  △510 

(5)長期借入金  24,300,000  24,338,547  38,547 

負債計  29,200,000  29,238,037  38,037 
 

(注1)金融商品の時価の算定方法 

(1)現金及び預金、(2)信託現金及び信託預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

(3)短期借入金 

これらは短期間で決済され、かつ、変動金利であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっています。 

(4)1年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金 

元利金の合計額を残存期間に対応した同様の借入れを新規に行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しています。 
 

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円) 
 

区 分 貸借対照表計上額 

信託預り敷金及び保証金 3,140,097 
 

 信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃貸借契約期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の

可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的にキャッシュ・フローを見積もるこ

とができません。よって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象とはしていません。 
 

(注3)金銭債権の決算日(2019年6月30日)後の償還予定額 

(単位：千円) 
 

 1年以内 

現金及び預金 598,134 

信託現金及び信託預金 4,532,632 

合 計 5,130,766 



 
(注4)借入金の決算日(2019年6月30日)後の返済予定額 (単位：千円) 

 

 1年以内 
1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

短期借入金 900,000 － － － － － 

長期借入金 4,000,000 6,000,000 7,600,000 10,700,000 － － 

合 計 4,900,000 6,000,000 7,600,000 10,700,000 － － 

[賃貸等不動産に関する注記] 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) 

 本投資法人は、主として首都圏及び地方主要都市において、賃貸収益を得ることを目的として、オ

フィスビル、商業施設及び住宅等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増

減額及び時価は、次のとおりです。 

(単位：千円) 
 

貸借対照表計上額  

 期首残高 56,239,011 

 期中増減額 △39,576 

 期末残高 56,199,434 

期末時価 59,381,000 
 

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

(注2)期中増減額のうち、主な増加額は資本的支出(203,865千円)によるものであり、主な減少額は減価償却費

(243,442千円)によるものです。 

(注3)期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。 

 

 なお、賃貸等不動産に関する2018年12月期(第5期)における損益は、前記｢損益計算書に関する注記｣

に記載のとおりです。 

 

当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) 

 本投資法人は、主として首都圏及び地方主要都市において、賃貸収益を得ることを目的として、オ

フィスビル、商業施設及び住宅等を所有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増

減額及び時価は、次のとおりです。 

(単位：千円) 
 

貸借対照表計上額  

 期首残高 56,199,434 

 期中増減額 1,521,246 

 期末残高 57,720,680 

期末時価 61,511,000 
 

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

(注2)期中増減額のうち、主な増加額は、信託受益権1物件の取得（1,563,289千円）と資本的支出（205,335千円)に

よるものであり、主な減少額は減価償却費(247,378千円)によるものです。 

(注3)期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。 

 

 なお、賃貸等不動産に関する2019年6月期(第6期)における損益は、前記｢損益計算書に関する注記｣に

記載のとおりです。



[資産の運用の制限に関する注記] 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) 

 該当事項はありません。 

[関連当事者との取引に関する注記] 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) 
 

属性 
会社等の名称 

又は氏名 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の 

所有 

(被所有) 

割合(％) 

取引の内容 

取引 

金額 

(千円) 

科 目 

期末 

残高 

(千円) 

資産運 

用会社 

さくら不動産 

投資顧問 

株式会社 

投資運用業 
(被所有) 

0.0 

不動産の賃

貸等 
6,117 前受金 1,101 

敷金の受入 － 
信託預り敷金 

及び保証金 
5,098 

経費の立替 107 未払金 107 

資産保 

管会社 

三井住友信託

銀行株式会社 

銀行業 

及び 

信託業 

－ 

－ － 短期借入金 900,000 

支払利息 1,224 
その他 

(流動負債) 
25 

信託報酬 2,000 －  

利害関 

係人等 

日本管財 

株式会社 

不動産 

管理業 

(被所有) 

2.6 

資本的支出 60,900 営業未払金 31,025 

外注委託費

の支払 
33,186 営業未払金 11,889 

修 繕 工 事

(注2) 
8,917 営業未払金 3,126 

その他賃貸

事業費用の

支払 

3,644 営業未払金 838 

災害による 

修繕工事 
13,723 未払金 12,820 

利害関 

係人等 

東京キャピタ

ルマネジメン

ト株式会社 

国内外不動

産ファンド

の組成､運

用､助言 

－ 

資本的支出 1,392 営業未払金 848 

外注委託費

の支払 
83,422 営業未払金 14,805 

修 繕 工 事

(注2) 
12 営業未払金 13 

その他賃貸

事業費用の

支払 

0 営業未払金 － 

利害関 

係人等 

Master 

Lessee 

Mars Limited 

合同会社 

不動産又は

不動産信託

受益権の取

得、保有、

管理、処分

等 

－ 
外注委託費

の支払 
1,530 － － 

利害関 

係人等 

株式会社 

日本プロパ

ティ・ 

ソリューショ

ンズ 

プロパティ 

マネジメン

ト業務の受

託・管理運

営 

－ 

不動産の賃

貸等 
3,276 前受金 589 

資本的支出 338 営業未払金 288 

外注委託費

の支払 
24,208 営業未払金 4,174 

その他賃貸

事業費用の

支払 

0 営業未払金 － 

 
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

(注2)修繕工事には修繕費の他に資本的支出の額も含んでいます。 

(注3)取引条件は、契約に基づいて決定しています。 



当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) 
 

属性 
会社等の名称 

又は氏名 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の 

所有 

(被所有) 

割合(％) 

取引の内容 

取引 

金額 

(千円) 

科 目 
期末残高 

(千円) 

資産運 

用会社 

さくら不動産 

投資顧問 

株式会社 

投資運用業 
(被所有) 

0.0 

不動産の 

賃貸等 
6,117 前受金 1,101 

敷金の受

入 
- 

信託預り敷

金 

及び保証金 

5,098 

経費の立

替 
58 未払金 58 

資産保 

管会社 

三井住友信託 

銀行株式会社 

銀行業 

及び 

信託業 

－ 

－ - 短期借入金 900,000 

支払利息 1,165 
その他 

(流動負債) 
19 

信託報酬 2,000 営業未払金 66 

利害関 

係人等 

日本管財 

株式会社 

不動産管理

業 

(被所有) 

2.6 

外注委託費

の支払 
28,920 営業未払金 5,134 

修繕工事 

(注2) 
67,292 営業未払金 42,183 

その他賃

貸事業費

用の支払 

3,028 営業未払金 679 

利害関 

係人等 

東京キャピタ

ルマネジメン

ト株式会社 

国内外不動

産ファンド

の組成､運

用､助言 

－ 

外注委託費

の支払 
82,439 営業未払金 15,347 

修繕工事 

(注2) 
1,192 営業未払金 620 

その他賃

貸事業費

用の支払 

0 － － 

利害関 

係人等 

Master Lessee 

Mars Limited 

合同会社 

不動産又は

不動産信託

受益権の取

得、保有、

管理、処分

等 

－ 
外注委託費

の支払 
1,544 － － 

利害関 

係人等 

株式会社 

日本プロパ

ティ・ 

ソリューショ

ンズ 

プロパティ 

マネジメン

ト業務の受

託・管理運

営 

－ 

不動産の 

賃貸等 
3,276 前受金 589 

外注委託費

の支払 
24,174 営業未払金 4,572 

修繕工事 

(注2) 
102 営業未払金 110 

その他賃

貸事業費

用の支払 

0 営業未払金 0 

 
(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

(注2)修繕工事には修繕費の他に資本的支出の額も含んでいます。 

(注3)取引条件は、契約に基づいて決定しています。



[1口当たり情報に関する注記] 
 

 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

1口当たり純資産額 90,513円 90,512円 

1口当たり当期純利益 2,661円 2,660円 
 

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。なお、潜在投

資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 

(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 
 

 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

当期純利益(千円) 886,315 885,921 

普通投資主に帰属しない金額(千円) － － 

普通投資口に係る当期純利益(千円) 886,315 885,921 

期中平均投資口数(口) 333,001 333,001 

[重要な後発事象に関する注記] 

前期(ご参考)(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) 

本投資法人と投資法人みらいとの合併契約の締結 

本投資法人と投資法人みらいは、それぞれ、2019年8月5日開催の役員会にて、以下のとおり、

2019年11月1日を合併の効力発生日として、投資法人みらいを吸収合併存続法人、本投資法人を吸

収合併消滅法人とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行うことについて決定し、

2019年8月5日付にて合併契約（以下、「本合併契約」といいます。）を締結しました。 

 

a. 本合併の目的 

本投資法人と投資法人みらいは、それぞれの資産運用会社（さくら不動産投資顧問株式会社

と三井物産・イデラパートナーズ株式会社）を通じ、誠実に協議を行ってきました。かかる協

議の結果、本投資法人と投資法人みらいは、本合併を行うことにより、様々なシナジー（相乗）

効果が見込まれるとの判断に至り、2019年7月19日付で合併に関する基本合意書（以下「本基本

合意書」といいます。）の締結及び2019年8月5日付で本合併契約の締結に至りました。 

 

b. 本合併の要旨 

(ⅰ)本合併の日程 

 投資法人みらい 本投資法人 

投資主総会基準日公告日 2019年7月10日 2019年6月29日 

投資主総会基準日 2019年7月25日 2019年6月30日 

合併契約承認役員会 
2019年8月5日 

合併契約締結日 

投資主総会開催日 2019年9月10日 2019年8月30日 

上場廃止日 － 2019年10月30日（予定） 

合併効力発生日 2019年11月1日（予定） 

合併登記日 2019年11月上旬（予定） 



（ⅱ）本合併の方式 

投資法人みらいを吸収合併存続法人とし、本投資法人を吸収合併消滅法人とする吸収合併方

式とし、本投資法人は合併により解散します。 

（ⅲ）本合併にかかる割当ての内容 

 
投資法人みらい 

（吸収合併存続法人） 

本投資法人 

（吸収合併消滅法人） 

合併に係る割当て

の内容 
1 1.67 

（注1）本合併により発行する投資法人みらいの新投資口数：556,111口（予定） 

（注2）本投資法人の投資主に対して本投資法人の投資口1口につき投資法人みらいの投資口1.67口を割り当て

ることにより、交付すべき投資口の口数に1口未満の端数が生じます。当該1口未満の端数投資口につい

ては、法律の規定に基づきこれを市場において行う取引により売却し、売却により得られた代金を、端

数の生じた投資主に対し、その端数に応じて交付します。 

（注3）上記の投資口の他に、投資法人みらいは、本投資法人の2019年7月1日から2019年10月31日までの営業期

間に係る本投資法人の投資主に対する金銭の分配の代わり金として、本合併の効力発生日の前日の本投

資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主（投信法第149条の3の規定に基づきその有する

投資口の買取を請求した本投資法人の投資主を除きます。）（以下「割当対象投資主」といいます。）

又はその保有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、同営業期間に係る金銭の分配額見合いの合

併交付金（本合併の効力発生日の前日における本投資法人の分配可能利益の額を本合併の効力発生日の

前日における本投資法人の発行済投資口の総口数から本投資法人に係る割当対象投資主以外の投資主が

保有する投資口数を控除した口数で除した額（1円未満切捨て））を、本合併の効力発生日から合理的

な期間内に支払う予定です。 

 

c. 吸収合併存続法人（投資法人みらい）の直前期（2019年4月期）の概要 

営業収益    4,959百万円 

当期純利益   2,271百万円 

総資産額   152,493百万円 

負債額     81,639百万円 

純資産額    70,854百万円 

 



Ⅵ.金銭の分配に係る計算書 
 

区 分 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

Ⅰ 当期未処分利益 886,466,085円 885,939,413円 

   

Ⅱ 分配金の額 886,448,662円 885,782,660円 

(投資口1口当たりの分配金の額) (2,662円) (2,660円) 

   

Ⅲ 次期繰越利益 17,423円 156,753円 
   
分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第46条第1

項に定める金銭の分配方針

に従い、分配金の額は利益

の金額を限度とし、かつ租

税特別措置法第67条の15に

規定されている本投資法人

の配当可能利益の金額の100

分の90に相当する金額を超

えるものとしています。か

かる方針により、当期未処

分利益を超えない額で発行

済投資口の総口数333,001口

の整数倍数の最大値となる

886,448,662円を利益分配金

として分配することとしま

した。なお、本投資法人の

規約第46条第2項に定める利

益を超えた金銭の分配は行

いません。 

本投資法人の規約第46条第1

項に定める金銭の分配方針

に従い、分配金の額は利益

の金額を限度とし、かつ租

税特別措置法第67条の15に

規定されている本投資法人

の配当可能利益の金額の100

分の90に相当する金額を超

えるものとしています。か

かる方針により、当期未処

分利益を超えない額で発行

済投資口の総口数333,001口

の整数倍数の最大値となる

885,782,660円を利益分配金

として分配することとしま

した。なお、本投資法人の

規約第46条第2項に定める利

益を超えた金銭の分配は行

いません。 



Ⅶ.キャッシュ・フロー計算書(参考情報)  
(単位：千円) 

 

 

前期(ご参考) 

( 自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 887,157 886,915 

減価償却費 246,222 250,158 

受取利息 △25 △23 

支払利息 117,946 119,656 

受取保険金 △82,689 △48,804 

災害損失 81,195 36,802 

営業未収入金の増減額(△は増加) 5,032 △2,559 

未収消費税等の増減額(△は増加) △44,418 44,418 

前払費用の増減額(△は増加) △20,465 5,992 

預け金の増減額(△は増加) 98,072 △6,505 

長期前払費用の増減額(△は増加) △29,946 18,478 

長期預け金の増減額(△は増加) △22,283 △8,122 

その他の資産の増減額(△は増加) 9,729 35 

営業未払金の増減額(△は減少) 11,569 37,650 

未払金の増減額(△は減少) 27,987 27,016 

未払消費税等の増減額(△は減少) △70,845 5,217 

前受金の増減額(△は減少) △17,681 21,596 

その他の負債の増減額(△は減少) 17,437 △19,779 

小計 1,213,996 1,368,142 

利息の受取額 25 23 

利息の支払額 △115,670 △119,365 

保険金の受取額 13,875 117,619 

災害損失の支払額 △40,735 △69,445 

法人税等の支払額 △595 △844 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070,895 1,296,129 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託有形固定資産の取得による支出 △130,432 △1,709,034 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △38,205 △141,389 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 110,611 187,454 

使途制限付信託預金の預入による支出 △110,611 △187,454 

使途制限付信託預金の払出による収入 38,205 141,389 

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,432 △1,709,034 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 900,000 － 

短期借入金の返済による支出 △1,400,000 － 

長期借入れによる収入 5,100,000 1,600,000 

長期借入金の返済による支出 △6,000,000 － 

分配金の支払額 △620,069 △885,097 

投資口交付等関連費用の支出 △132,665 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,152,734 714,902 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,212,271 301,996 

現金及び現金同等物の期首残高 2,900,944 1,688,672 

現金及び現金同等物の期末残高(※1) 1,688,672 1,990,669 
 

(注)キャッシュ・フロー計算書は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣(昭和38年大蔵省令第59号)に

基づき作成し、参考情報として添付しています。このキャッシュ・フロー計算書は、投信法第130条の規定に基づく

会計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けていません。



[重要な会計方針に係る事項に関する注記](参考情報) 
 

項 目 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
    

キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手

許現金及び信託現金、

随時引出し可能な預金

及び信託預金並びに容

易に換金可能であり、

かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか

負わない取得日から3ヶ

月以内に償還期限の到

来する短期投資から

なっています。 

キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手

許現金及び信託現金、

随時引出し可能な預金

及び信託預金並びに容

易に換金可能であり、

かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか

負わない取得日から3ヶ

月以内に償還期限の到

来する短期投資から

なっています。 

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記](参考情報) 
 

前期(ご参考) 

( 
自 2018年 7月 1日 

至 2018年12月31日 ) 
 

当期 

( 
自 2019年 1 月 1日 

至 2019年 6 月30日 ) 
   

※1. 現金及び現金同等物の当期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 500,219千円 

信託現金及び

信託預金 
4,282,484千円 

使途制限付信

託預金(注) 
△3,094,032千円 

現金及び現金

同等物 
1,688,672千円 

 

※1. 現金及び現金同等物の当期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び預金 598,134千円 

信託現金及び

信託預金 
4,532,632千円 

使途制限付信

託預金(注) 
△3,140,097千円 

現金及び現金

同等物 
1,990,669千円 

 

(注)テナントから預かっている敷金保証金

の返還のために留保されている信託預

金です。  

(注)テナントから預かっている敷金保証金

の返還のために留保されている信託預

金です。  
 


	1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
	2. 甲及び乙は、本契約に関する全ての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。



